
一
八
六
八
年
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭

一
近
代
成
立
期
の
国
民
統
合
に
つ
い
て
i

井

上

勝

生

一入六八年の天皇誕生霞の祝祭（井上）

門
要
約
園
　
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
（
矢
長
節
）
は
欧
米
諸
国
の
国
王
の
誕
生
旧
祝
典
の
模
倣
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
近
世
社
会
に
欧
米
諸
国
の
よ
う
な
国
民

的
祝
祭
は
な
か
っ
た
が
、
天
皇
誕
生
日
の
祭
紀
は
天
皇
や
女
官
に
よ
る
私
的
な
祝
賀
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。
維
新
政
府
は
、
一
八
六
八
年
の
発
足
当
初

か
ら
、
天
皇
誕
生
艮
の
国
恩
全
体
の
祝
祭
を
指
示
し
た
。
近
代
日
本
の
国
民
全
体
の
祝
祭
布
告
の
初
児
で
あ
る
。
京
都
府
や
東
京
府
は
、
維
新
政
府
の
布

告
を
う
け
て
独
自
の
布
告
を
出
し
た
も
の
の
、
実
施
に
は
消
極
的
で
あ
り
、
祝
祭
も
な
か
っ
た
。
　
方
、
長
崎
と
横
浜
と
い
う
開
港
場
で
は
盛
大
な
祝
祭

が
行
わ
れ
、
一
部
の
藩
で
も
庶
民
の
祝
祭
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
祝
祭
は
伝
統
社
会
の
祭
り
の
動
向
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ

た
。
や
が
て
日
本
全
体
の
重
要
な
祭
祀
と
な
る
天
皇
誕
生
艮
の
祝
祭
の
、
一
八
六
八
年
に
お
け
る
実
施
の
さ
れ
方
に
は
｝
定
の
偏
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ

こ
に
作
用
し
た
の
は
、
維
新
政
府
の
欧
米
諸
国
と
の
協
調
政
策
に
も
と
づ
い
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
統
合
政
策
と
伝
統
社
会
と
の
対
抗
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
二
巻
三
号
　
”
九
八
九
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

は
　
じ
　
め
　
に

宗
教
学
の
立
場
か
ら
近
代
天
璽
制
を
研
究
し
た
村
上
重
良
は
、
天
皇
が
親
祭
す
る
＝
二
の
祭
典
の
う
ち
新
嘗
祭
と
神
嘗
祭
以
外
の
一
一
の
祭

典
は
「
論
定
の
祭
り
」
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
「
近
代
の
皇
室
祭
祀
の
大
半
は
、
じ
つ
は
明
治
維
新
後
に
創
案
さ
れ
た
新
し
い
儀
礼
で
あ
る
」
と

　
　
①

述
べ
た
。
思
想
史
の
立
場
か
ら
安
丸
良
夫
も
維
新
政
府
の
復
古
を
名
と
す
る
宗
教
政
策
に
つ
い
て
「
な
ん
ら
復
古
で
は
な
く
、
民
衆
の
現
実
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

宗
教
生
活
に
た
い
す
る
尊
大
な
無
理
解
の
う
え
に
た
つ
あ
た
ら
し
い
宗
教
体
系
の
創
繊
の
試
み
」
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
見
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地
に
た
つ
両
氏
の
近
代
天
皇
制
研
究
は
今
β
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
村
上
は
近
代
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
、
天
長
節
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
指
摘
を
し
て
い
る
。

　
　
　
天
長
節
は
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
明
治
維
新
の
当
初
に
、
と
く
に
そ
の
盛
大
な
復
活
が
図
ら
れ
た
の
は
、
欧
米
諸
国
で
は
帝
王
、
元
首
の
誕
生
日
を

　
　
さ
か
ん
に
祝
う
習
慣
が
あ
る
こ
と
に
対
応
し
た
措
置
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
長
節
に
祭
典
を
行
う
こ
と
は
、
古
来
、
前
例
が
な
く
、
天
皇
絶
対
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
一
環
と
し
て
、
新
た
に
創
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
天
長
節
は
創
案
さ
れ
た
祝
祭
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
欧
米
の
帝
王
、
元
首
の
習
慣
に
対
応
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
近
代
成
立
期

の
天
皇
制
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
天
長
節
は
興
味
深
い
、
潜
過
で
き
な
い
問
題
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
層
右
の
村
上
の
指
摘
を
本
稿

の
出
発
点
と
し
よ
う
。

　
維
新
当
初
の
重
要
な
天
皇
の
祭
祀
に
天
長
節
（
九
月
二
二
日
目
、
新
嘗
祭
（
一
一
月
一
八
日
）
、
孝
明
天
皇
祭
（
一
二
月
二
五
日
）
と
祈
年
祭
（
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

二
八
貝
、
一
八
六
九
年
醗
酵
）
の
四
つ
が
あ
る
。
維
新
政
府
は
一
八
六
八
年
の
天
長
節
と
新
嘗
祭
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
於
庶
民
モ
一
二
三
嘉
節
ヲ

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

奉
祝
候
様
」
（
天
長
節
）
、
「
公
卿
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
庶
人
頽
野
曝
…
…
共
二
五
穀
豊
熟
、
天
下
泰
平
ヲ
神
祇
二
祈
奉
ル
ヘ
シ
」
（
薪
嘗
祭
）
と
庶

民
の
祭
典
を
布
告
し
た
。
孝
明
天
皇
祭
と
祈
年
祭
に
は
こ
の
よ
う
な
布
告
は
見
え
な
い
が
、
注
図
す
べ
き
は
旧
幕
府
が
聖
君
の
統
一
的
な
祝
祭

を
指
示
し
た
こ
と
が
か
つ
て
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
古
川
貞
夫
に
よ
れ
ば
「
遊
び
日
（
祝
祭
．
休
日
－
井
上
注
）
の
設
定
自
体
に
つ
い
て
は
村

共
同
体
内
部
の
慣
行
な
い
し
議
定
に
ゆ
だ
ね
容
乏
し
な
い
と
い
う
、
前
・
中
期
い
ら
い
の
領
主
の
あ
り
よ
う
は
…
…
後
期
に
い
た
っ
て
変
様
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
つ
も
な
お
、
基
本
的
に
は
継
受
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
」
の
で
あ
っ
た
。
前
近
代
の
支
配
権
力
は
庶
民
の
祝
祭
に
た
い
し
て
、
い
わ

ば
一
定
の
抑
制
を
保
持
し
て
い
た
。
天
長
節
が
近
代
成
立
期
の
庶
民
に
と
っ
て
伝
統
的
な
「
遊
び
日
」
の
側
面
を
な
お
持
っ
て
い
た
こ
と
に
関

し
て
、
た
と
え
ば
加
納
藩
下
佐
波
村
の
『
青
木
久
兵
衛
日
記
』
の
一
八
七
四
年
＝
月
三
日
（
こ
の
年
、
改
暦
）
条
に
「
今
日
ハ
天
長
節
二
付
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
⑦

中
休
日
…
…
尤
酒
肴
も
差
出
候
、
壱
日
中
面
白
遊
候
」
と
い
う
よ
う
な
記
載
の
あ
る
こ
と
が
参
考
に
な
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
天
皇
の
祭
祀
の

「
豊
中
休
日
」
は
維
新
政
府
が
最
初
に
施
行
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
天
皇
制
の
国
民
統
合
の
問
題
、
ま
た
統
合
の
際
の
伝
統
社
会
と
の
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一入六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

係
り
i
融
合
や
軋
礫
等
々
一
の
問
題
と
深
く
関
連
す
る
は
ず
で
あ
る
。
天
長
節
の
場
合
、
本
稿
で
見
る
よ
う
に
庶
民
の
祝
祭
の
布
告
は
各

地
域
に
廻
達
さ
れ
て
お
り
、
庶
民
の
祭
祀
の
実
施
の
記
録
も
一
部
の
地
域
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
方
、
新
嘗
祭
、
孝
明
天
皇
祭
と
祈
年
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
つ
い
て
は
庶
民
の
諸
記
録
（
目
記
、
布
告
留
な
ど
）
に
関
連
記
事
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
も
新
嘗
祭
の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
庶
民
の
祭

祀
が
明
確
に
指
示
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
記
事
を
発
見
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
天
長
節
は
近
代
成
立
期
日
本
に
お
い
て
重
要
な
、
そ
し

て
特
色
あ
る
役
割
を
果
し
た
と
予
測
さ
れ
よ
う
。
と
り
あ
え
ず
問
題
点
を
村
上
の
指
摘
し
た
天
長
節
と
い
う
祭
祀
の
創
案
と
、
近
代
成
立
期
日

本
に
お
け
る
統
合
の
あ
り
方
に
置
き
つ
つ
、
以
下
、
一
八
六
八
年
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
の
諸
事
実
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
本
稿
で
為
る
よ
う
に
、
一
八
六
八
・
九
年
に
は
「
天
長
節
」
と
い
う
用
語
は
政
府
の
布
告
の
ご
く
一
部
で
使
用
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
一
般

的
な
用
語
は
「
御
誕
辰
」
で
あ
り
、
時
に
「
御
降
誕
」
や
「
誕
生
日
」
を
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
分
か
り
や
す
い
天
皇
誕

生
日
を
主
に
使
用
し
た
。

①
　
村
上
重
良
『
天
皇
の
祭
祀
』
七
五
頁
、
岩
波
新
書
、
一
九
七
七
年
。

②
　
安
丸
混
同
「
天
皇
制
下
の
民
衆
と
宗
教
」
（
『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
1
6
　
近
代

　
3
』
益
三
西
頁
、
一
九
七
六
年
）
。

③
村
上
、
前
掲
書
、
一
〇
一
一
二
頁
。

④
　
石
井
良
助
編
『
太
政
官
日
誌
』
第
一
巻
、
三
五
四
頁
。

⑤
内
閣
宜
報
局
『
法
令
全
書
隔
自
慶
応
三
年
十
月
琵
明
治
元
年
十
二
月
、
三
五
六

［
　
行
政
嘗
布
告
と
土
山
宿
の
祝
祭

　
1
七
頁
。

⑥
古
用
貞
夫
『
村
の
遊
び
臼
休
日
と
若
者
組
の
社
会
史
』
二
〇
七
頁
、
平
凡
社

　
選
霞
　
一
九
八
穴
年
。

⑦
　
岐
阜
大
学
教
育
学
部
編
、
松
田
之
利
稿
『
郷
，
土
資
料
（
1
3
）
、
下
佐
波
村
脊
木

　
久
兵
衛
日
記
（
抄
）
（
三
）
』
｝
九
八
二
年
。

⑧
　
後
掲
、
第
一
節
表
二
の
出
典
資
料
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

明
治
天
皇
の
誕
生
日
を
約
一
ケ
月
後
に
ひ
か
え
た
一
八
六
八
年
八
月
二
六
日
、
行
政
官
は
次
の
布
告
を
出
し
た
。

　
　
九
月
甘
二
日
ハ
聖
上
御
誕
辰
相
当
二
付
、
毎
年
此
等
ヲ
以
テ
群
臣
二
野
宴
ヲ
賜
ヒ
、
天
長
節
御
執
行
二
相
成
、
災
下
ノ
刑
識
面
差
停
候
、
偏
二
衆
庶
ト

　
御
慶
福
ヲ
共
二
被
遊
候
思
食
二
候
問
、
於
庶
…
民
モ
一
同
御
嘉
節
ヲ
奉
祝
候
様
被
晶
出
［
候
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
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ほ

　
「
毎
年
此
辰
ヲ
以
テ
」
と
永
続
的
な
効
力
を
持
つ
法
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
御
前
の
祝
宴
、
「
醐
宴
」
が
指
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
庶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

民
一
同
」
の
「
奉
祝
」
の
実
施
を
命
ず
る
。
当
時
、
行
政
官
は
府
藩
県
全
体
を
統
轄
し
て
お
り
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
白
鞘
県
の
そ
れ
ぞ
れ
に

布
告
を
廻
達
し
た
事
例
が
存
在
す
る
か
ら
、
文
中
の
「
庶
民
一
同
」
は
法
的
に
は
国
内
全
体
の
庶
民
を
指
す
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
布
告
の

「
庶
民
一
同
」
は
国
民
と
事
実
上
、
同
義
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
一
八
六
八
年
の
維
新
政
府
に
は
庶
民
の
祝
祭
を
国
内
全
体
に
実
現
さ
せ
る
よ

う
な
統
合
能
力
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
当
年
の
祝
祭
の
実
体
は
本
稿
で
見
る
よ
う
に
別
個
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

　
右
の
行
政
官
布
告
の
由
来
は
周
知
の
よ
う
に
】
応
、
奈
良
時
代
の
光
仁
朝
（
七
七
〇
一
七
八
一
年
）
の
天
長
節
に
さ
か
の
ぼ
る
。
光
仁
一
代
に

か
ぎ
り
天
長
節
が
挙
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
中
国
（
唐
）
の
天
長
節
を
移
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
続
日
本
紀
」
所
載
の
光
仁
勅
に
「
勅
、
十

月
十
三
日
、
是
朕
生
日
、
毎
至
此
辰
、
感
慶
兼
集
、
違
令
諸
寺
僧
尼
、
毎
年
是
日
転
経
行
道
、
海
内
諸
国
、
並
妄
断
居
、
内
外
百
官
、
賜
鮪
宴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
日
、
伽
名
此
日
為
天
長
節
、
庶
使
廻
斯
功
徳
、
震
奉
先
慈
、
以
此
慶
情
、
普
被
天
下
」
と
あ
る
。
前
掲
の
行
政
官
布
告
と
光
仁
勅
を
比
較
す

る
と
、
行
政
官
布
告
中
の
「
群
臣
二
醜
宴
ヲ
賜
ヒ
」
は
勅
の
「
内
外
百
官
、
賜
舗
宴
」
と
、
同
じ
く
「
天
下
ノ
刑
識
被
差
停
扁
は
勅
の
「
国

色
屠
」
と
対
応
し
て
い
る
。
「
毎
年
此
辰
ヲ
以
テ
」
も
勅
の
「
毎
至
此
辰
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
行
政
官
布
告
が
光
仁
勅
を
復
興
す

る
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
な
い
。
し
か
し
光
仁
朝
の
天
長
節
は
光
仁
一
代
か
ぎ
り
の
祝
祭
で
あ
っ
て
、
し
か
も
復
興
と
は

い
え
、
拠
る
べ
き
も
の
は
「
駐
日
本
紀
」
の
右
の
簡
単
な
文
章
が
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
問
題
と
な
る
庶
民
の
祝
祭
は
光
仁
勅
に
は
見

当
ら
な
い
。
し
い
て
い
え
ば
末
尾
の
「
以
此
慶
情
、
普
被
天
下
」
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
庶
民
の
祝
祭
の
指
示
と
解
釈
す
る
の
は
無
理
で

あ
る
。
維
新
政
府
の
庶
民
の
祝
祭
の
布
告
は
光
仁
勅
以
外
の
も
の
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
天
長
節
と
は
呼
称
さ
れ
な
い
が
、
天
皇
の
誕
生
日
の
祝
祭
は
幕
末
の
女
官
の
日
記
に
毎
年
、
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
幕
末
の
最
後
の
大

す
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ

典
侍
（
女
官
の
筆
頭
）
、
中
山
績
子
の
『
中
山
績
子
日
記
』
の
一
八
六
二
（
文
久
二
）
年
六
月
一
四
日
条
に
当
日
の
孝
明
天
皇
の
誕
生
日
の
記
事
が

　
　
　
　
　
　
　
④

次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
御
機
嫌
よ
く
出
た
ん
生
日
二
付
、
御
か
ち
ん
（
餅
）
御
ま
な
（
肴
）
、
正
親
町
大
納
言
（
実
光
）
殿
へ
下
さ
る
、
大
す
け
（
大
典
侍
、
績
子
本
人
）
よ
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一一ｪ六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
お
　
ち

　
　
り
の
ふ
み
に
て
御
も
の
か
き
し
た
」
め
、
正
親
町
殿
汐
あ
ゆ
け
ん
上
、
夕
か
た
御
一
こ
ん
、
御
賑
々
、
常
御
所
に
て
｝
こ
ん
、
御
盃
大
御
乳
（
天
皇
の
乳

　
　
人
）
別
段
御
盃
下
さ
る
、
御
引
つ
》
き
き
お
ん
の
ゑ
（
祇
園
会
）
二
て
一
こ
ん
、
御
盃
ま
い
る
、
ミ
な
く
す
」
し
（
生
絹
）
う
ら
は
か
ま

　
孝
明
天
皇
の
誕
生
日
の
祝
祭
は
毎
年
、
舐
園
会
の
後
祭
り
と
同
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
祝
祭
が
神
事
と
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
お
ち
な
み
⑤

層
、
詳
細
な
記
録
を
持
つ
大
御
乳
人
、
押
小
路
甫
子
の
『
押
小
路
甫
予
日
記
』
の
当
日
条
の
冒
頭
に
、

一
、
此
御
所
御
誕
生
日
二
付
、
内
侍
所
江
御
鈴
ま
い
る
…
…

　
な
い
し

と
内
侍
所
（
三
種
の
神
器
の
鏡
が
設
置
）
の
鈴
の
儀
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
神
事
で
は
あ
っ
た
が
中
山
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね
の

た
よ
う
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
、
異
例
な
こ
と
に
天
皇
の
日
常
の
居
所
、
す
な
わ
ち
朝
廷
の
御
内
儀
（
奥
）
に
属
す
る
常
御
殿
で
行
わ
れ
た
。

こ
の
事
実
は
朝
廷
の
祭
祀
の
な
か
の
天
皇
誕
生
日
の
位
置
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
普
通
、
新
嘗
祭
な
ど
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
祭
祀
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

外
廷
の
世
事
殿
で
全
貴
族
が
参
加
し
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
中
山
と
押
小
路
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
祝
祭
の
参
加
者
は
親
王
、
女
官
と
外
戚
の
公
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ち

に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
親
王
の
参
加
者
も
三
宮
、
和
宮
ら
の
天
皇
の
兄
弟
と
王
宮
（
明
治
天
皇
）
、
寿
万
宮
ら
の
天
皇
の
子
供
に
限
ら
れ
、
伏
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

傍
系
や
有
栖
川
宮
系
一
孝
明
天
皇
は
閑
院
宮
系
1
の
直
接
の
血
縁
で
な
い
親
王
は
参
加
し
て
い
な
い
。
外
戚
の
公
家
が
参
加
す
る
の
は
血

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ほ

縁
の
故
で
あ
っ
て
、
前
掲
の
中
山
の
日
記
に
登
場
し
た
正
親
町
実
光
1
一
新
風
賢
門
院
雅
子
の
父
1
が
こ
の
時
の
外
戚
で
あ
る
。
一
般
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

家
は
天
皇
誕
生
日
と
係
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
ひ
こ

　
近
世
の
親
玉
や
公
家
は
各
々
の
誕
生
日
を
登
別
に
祝
う
蕾
慣
を
持
っ
て
い
た
。
一
例
だ
け
幕
末
に
活
動
し
た
朝
彦
親
王
の
誕
生
日
の
事
例
を

掲
げ
れ
ば
、
『
朝
彦
親
王
日
記
』
一
八
六
五
（
慶
応
一
）
年
正
月
二
八
日
条
に
「
今
日
、
当
賀
延
引
、
併
御
誕
辰
（
朝
彦
自
身
の
誕
生
日
）
目
付
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

同
（
家
中
）
へ
祝
酒
遣
シ
候
事
」
と
晃
え
る
。
天
皇
も
同
様
に
彼
の
誕
生
日
を
血
族
の
親
王
、
女
官
や
外
戚
と
彼
の
私
的
世
界
で
あ
る
常
御
殿
で

執
り
行
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
一
八
六
八
年
九
月
二
〇
臼
（
天
皇
誕
生
日
の
二
日
前
）
付
の
行
政
窟
達
は
実
は
天
皇
誕
生
日
の
右
の
よ
う
な
性
格
と
関
連
す
る
。
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来
ル
ニ
十
二
日
、
御
誕
辰
二
瀬
、
自
宗
ヲ
可
賜
之
処
、
御
東
幸
島
留
守
中
二
付
、
賜
御
祝
儀
候
間
、
当
日
巳
刻
参
集
之
事

　
同
日
、
山
人
宮
御
都
川
へ
参
賀
ノ
事

52　（364）

　
京
都
へ
出
さ
れ
た
達
で
あ
る
が
、
天
皇
の
凍
幸
の
た
め
に
齢
宴
を
中
止
し
、
か
わ
り
に
祝
儀
の
下
賜
と
参
賀
を
指
示
し
て
い
る
。
右
達
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
九
月
二
〇
臼
は
天
皇
の
東
幸
出
発
の
当
日
で
あ
っ
た
。
事
実
、
押
小
路
の
臼
記
の
一
八
六
八
年
九
月
二
二
中
条
に
は
天
皇
東
員
に
よ
る
内
廷

の
「
御
祝
の
は
し
偏
一
事
実
上
の
中
止
1
と
表
（
内
廷
の
表
）
か
ら
の
祝
儀
の
下
賜
の
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
皇
の
黒
檀
の
故
に

京
都
の
祝
宴
を
中
止
す
る
と
い
う
行
政
官
達
の
趣
旨
は
一
見
、
自
然
な
文
筋
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
電
熱
に
従
っ
て

天
皇
東
豊
中
の
す
べ
て
の
祭
祀
が
処
理
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
八
六
八
年
の
新
嘗
祭
は
古
例
に
従
っ
て
天
皇
東
男
中

の
一
一
月
一
八
日
に
挙
行
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
新
嘗
祭
は
古
来
か
ら
天
皇
が
親
祭
す
る
イ
ネ
の
祭
り
と
し
て
天
皇
の
宗
教
的
権
威
の
淵
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
っ
た
。
『
大
久
保
利
通
日
記
』
の
一
八
六
八
年
一
一
月
一
八
日
条
は
東
京
城
で
行
わ
れ
た
新
嘗
祭
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
…
…
今
晩
、
新
嘗
会
御
神
事
御
遙
拝
被
為
高
足
詰
候
、
御
庭
汐
御
早
言
所
二
而
供
奉
、
冥
加
至
極
也

　
明
治
天
皇
の
臨
席
し
た
東
京
城
の
新
嘗
祭
は
大
久
保
を
「
冥
加
至
極
」
と
感
激
さ
せ
た
が
、
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
h
御
遙
拝
」
に
す
ぎ
ぬ

も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
六
八
年
の
新
嘗
祭
の
神
事
の
本
体
は
京
都
吉
田
神
社
境
内
に
設
置
さ
れ
て
い
た
神
祇
官
代
に
お
い
て
前
日
の
一
七
日
暮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

方
か
ら
一
九
日
早
朝
ま
で
挙
行
さ
れ
た
。
同
年
の
新
嘗
祭
は
天
皇
親
祭
と
い
う
原
則
に
反
し
て
も
、
京
都
で
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
二
月
二
三
日
の
孝
明
天
皇
祭
に
お
い
て
は
「
先
帝
へ
被
為
紺
、
御
親
祭
モ
相
閥
ケ
御
孝
道
如
何
哉
」
と
見
え
る
よ
う
に
こ
の
結
紐
の
京
都
に

お
け
る
親
祭
が
天
皇
の
京
都
還
幸
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
天
皇
の
京
都
帰
着
は
実
に
孝
明
天
皇
祭
の
前
日
で
あ
っ
た
。
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

六
八
年
の
新
嘗
祭
の
「
諭
告
書
」
（
＝
月
一
五
日
布
告
）
は
天
皇
東
幸
中
に
な
ぜ
「
御
祭
ハ
於
京
師
」
て
挙
行
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
本
来
親
祭
す

べ
き
天
皇
が
な
ぜ
遙
拝
に
と
ど
ま
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

来
十
八
目
、
新
嘗
祭
二
相
当
リ
、
御
祭
ハ
於
京
師
被
為
行
投
機
、
主
上
御
立
拝
被
為
在
…
…
当
年
ノ
新
穀
ヲ
天
神
地
舐
二
供
セ
ラ
ル
・
重
礼
ニ
テ
、
三



一八穴八年の天皇誕生臼の祝祭（井上）

　
　
千
年
二
近
ク
被
為
行
…
…
諸
般
ノ
野
口
中
世
以
来
他
邦
ノ
風
儀
モ
立
交
候
ヘ
ト
モ
神
事
ノ
ミ
ハ
古
代
ノ
儘
ニ
テ
聯
モ
駁
雑
無
之
、
純
粋
ノ
古
道
二
候
、
京

　
　
都
及
山
城
園
［
由
T
ハ
当
口
H
ヨ
リ
肥
明
翻
刷
マ
ー
ア
梵
締
魁
・
諦
経
ノ
血
鼠
ヲ
愁
軍
止
シ
・
：
・
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
新
嘗
祭
は
応
仁
の
乱
の
直
前
に
消
滅
し
て
江
戸
中
期
ま
で
二
二
五
年
間
廃
絶
し
、
し
か
も
神
事
の
重
要
部
分
は
口
伝
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

「
純
粋
ノ
古
道
」
が
守
ら
れ
て
い
た
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
右
の
「
諭
告
書
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
千
年
に
近
い
「
純
粋

ノ
古
道
」
と
い
う
神
事
の
正
統
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
一
八
六
八
年
と
い
う
激
動
の
年
に
は
天
皇
親
祭
と
い
う
形
式
を
犠
牲
に
し
て
も
京
都

で
神
事
を
挙
行
す
る
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
幸
も
激
動
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
当
時
、
天
皇
制
も
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
新
嘗
祭
は
天
皇
の
伝
統
的
な
宗
教
的
権
威
を
保
存
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
伝
統
的
権
威
を
保
存
す
る
役
割

と
い
う
点
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
先
帝
へ
の
孝
道
を
語
る
孝
明
天
皇
祭
も
、
ま
た
中
世
以
来
廃
絶
し
て
い
た
年
穀
豊
熟
祈
念
の
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

事
の
再
興
を
う
た
っ
た
祈
年
祭
も
岡
．
様
で
あ
る
。
祈
年
祭
は
天
皇
再
虫
歯
の
わ
ず
か
九
日
前
に
京
都
で
挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
新
嘗
祭
、

孝
明
天
皇
祭
、
祈
年
祭
の
三
つ
の
祭
祀
は
こ
の
時
期
、
天
皇
の
宗
教
的
権
威
の
「
伝
統
偏
を
保
存
、
再
興
す
る
役
割
を
も
ち
、
そ
れ
故
に
京
都

で
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
三
つ
の
祭
祀
が
維
新
期
に
庶
民
と
係
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て

天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
そ
の
私
的
な
性
格
の
故
に
右
の
よ
う
な
役
割
か
ら
熱
感
で
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
祭
祀
の
革
新
的
側
面
を
担
い
、
庶
民
の

祝
祭
と
係
わ
り
、
成
立
期
近
代
の
国
民
統
合
の
動
向
と
関
連
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
一
八
六
八
年
、
天
皇
側
近
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
東
幸
出
発
の
二
日
後
、
近
江
国
甲
賀
郡
土
山
宿
で
行
わ
れ
た
。
東
幸
に
随
行
し
た
木
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

孝
允
－
東
幸
御
用
掛
を
兼
務
－
の
鷺
記
は
土
山
宿
の
祝
祭
に
か
ん
す
る
も
っ
と
も
良
質
の
史
料
で
あ
る
。

同
（
九
月
）
昔
二
日
、
晴
、
天
気
如
春
、
四
字
、
行
在
所
に
伺
候
、
五
字
過
、
御
出
螢
…
…
三
字
過
、
土
山
へ
御
着
輩
、
此
面
御
誕
辰
に
付
天
長
節
、
行

在
所
へ
参
上
、
祝
書
を
上
申
せ
り
、
御
前
へ
被
召
鵠
、
御
酒
を
賜
ひ
、
尚
竹
製
を
拝
戴
す
、
御
次
に
お
み
て
相
公
（
岩
倉
具
視
）
、
宇
和
島
（
伊
達
宗

誠
）
、
備
公
（
池
田
章
政
）
、
田
中
（
不
二
麿
）
・
中
山
（
忠
能
）
・
大
木
（
喬
任
）
等
と
酒
肴
を
拝
戴
す
、
供
奉
の
面
々
へ
御
祝
酒
を
玉
ふ
、
今
日
、
終
日

供
奉
也
、
宿
屋
油
屋
藤
右
衛
門
…
…
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r本陣当蒋之図」図1

御
庭
前

御
三

霧
殿

庭 ＜翠　牽く闘

床 愚唄謎

ｭ幽
電慈

六
蟹
畳
罰

湯
殿

呉鱗謎

ｭ嘱

御
次
八 1

八 四 八
六

八 四 八 八
水

（出典）　「土山種蔵所蔵・天長節の紀念」

　　　大日本維新史料稿本第3674冊より引用

で
あ
る
か
ら
、
相
伴
し
た
署
名
は
全
員
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

二
人
が
公
家
で
、
伊
達
（
宇
和
島
藩
）
と
池
田
（
備
前
藩
）
、
田
中
（
尾
張
藩
）
、

記
し
た
よ
う
に
い
ず
れ
も
太
政
官
の
官
員
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く

相
伴
さ
れ
た
天
皇
誕
生
日
の
醜
宴
は
従
来
の
公
家
に
よ
る
朝
廷
の
祝
祭
に
重
要
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
め

　
天
皇
誕
生
日
を
祝
し
て
土
山
宿
の
民
衆
に
御
酒
三
石
と
暢
千
五
百
枚
が
下
賜
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
小
前
末
々
、
裏
屋
・
小
屋
・
乳
呑
子
二
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
迄
、
壱
人
御
酒
壱
合
、
鱈
壱
枚
宛
」
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
翌
々
日
の
九
月
二
四
日
に
各
家
・
各
人
に
分
与
さ
れ
た
。
天
皇
誕
生
日

と
庶
民
へ
の
祝
儀
施
与
と
の
結
合
は
前
例
の
な
い
新
儀
で
あ
る
。
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
伝
統
の
保
存
と
は
異
る
役
割

を
持
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
王
政
復
古
の
直
後
か
ら
ラ
ジ
カ
ル
に
宮
延
改
革
を
唱
え
た
大
久
保
利
通
の
「
大
坂
遷
都
の
当
日
書
」
は
次
の
よ
う
に

　
木
戸
は
天
皇
行
在
所
に
赴
い
て
「
祝
言
」
を
述
べ
、
天
皇
か
ら
御
酒

を
下
賜
さ
れ
、
晒
竹
鞭
」
を
与
え
ら
れ
た
。
鞭
は
一
般
に
指
揮
権
の
象

微
で
あ
る
。
そ
し
て
「
御
次
」
で
岩
倉
（
輔
桐
）
、
中
山
（
議
定
）
、
伊
達

（
外
国
官
知
事
）
、
池
田
（
岡
山
藩
主
、
刑
法
官
銭
知
鄭
）
、
大
木
（
参
与
）
、
田

中
（
弁
事
）
と
木
戸
（
参
与
）
の
七
名
ら
が
酒
肴
を
「
拝
戴
」
し
た
。
こ
の

時
、
天
皇
の
行
在
所
に
な
っ
た
本
陣
、
土
山
平
重
三
宅
は
図
の
よ
う
で

あ
り
、
御
上
段
と
次
上
段
－
天
皇
の
居
室
1
、
そ
し
て
御
次
が
温

室
あ
っ
た
。
木
戸
日
記
に
見
え
た
御
次
は
図
の
そ
れ
と
推
定
さ
れ
る
か

ら
、
酒
肴
二
一
は
次
の
間
の
臣
下
の
栢
伴
を
指
す
の
で
あ
り
、
す
な
わ

ち
布
告
の
翻
宴
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
図
に
よ
れ
ば
御
次
は
八
畳
二
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
こ
の
饗
宴
参
加
者
は
岩
倉
と
中
山
の

　
　
大
木
（
肥
前
藩
）
、
木
戸
（
長
州
藩
）
の
五
人
が
武
士
で
あ
っ
て
、
前

　
、
武
家
優
勢
　
　
数
で
み
れ
ば
五
対
二
　
　
の
維
新
政
府
の
工
員
に
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一八六八年の天皇誕生霞の祝祭（井上）

述
べ
て
い
た
。

　
　
…
…
主
上
ノ
在
ス
所
ヲ
雲
上
ト
イ
ヒ
、
　
公
卿
方
ヲ
雲
上
人
ト
唱
へ
、
龍
顔
ハ
拝
シ
難
キ
モ
ノ
ト
思
ヒ
、
　
玉
体
ハ
寸
地
ヲ
踏
玉
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
余
ジ
ニ
推

　
　
尊
奉
リ
テ
自
ラ
分
外
二
尊
大
高
貴
ナ
ル
モ
ノ
・
様
二
黒
食
サ
セ
ラ
レ
終
二
上
下
隔
絶
…
…
即
今
、
外
国
二
恩
テ
モ
帝
王
、
従
者
＝
一
ヲ
率
シ
テ
国
界
ヲ
歩

　
　
キ
、
万
民
ヲ
撫
育
ス
ル
ハ
実
二
君
道
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
謂
ヘ
シ

　
大
久
保
は
従
来
の
「
尊
大
高
貴
」
な
天
皇
に
た
い
し
て
「
従
者
一
ニ
ヲ
卒
シ
テ
田
中
ヲ
歩
キ
、
万
民
ヲ
山
育
」
す
る
個
性
的
、
能
動
的
な
天

皇
像
を
対
置
し
て
い
る
。
大
久
保
の
天
皇
論
は
「
万
民
」
（
国
民
）
の
統
合
と
関
連
を
持
ち
、
現
在
の
天
皇
の
個
別
性
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
の
で
あ
る
。
木
芦
も
天
皇
の
東
密
に
つ
い
て
大
久
保
に
「
御
隠
盤
被
嬉
遊
候
爵
主
意
、
即
日
、
偏
く
人
民
童
心
に
も
貫
徹
」
と
述
べ
て
い
る
。

大
久
保
や
木
戸
は
「
万
民
」
や
「
人
民
」
の
動
向
に
敏
感
で
あ
り
、
一
個
の
天
皇
と
「
万
枚
目
や
「
人
膚
」
を
結
び
つ
け
よ
う
と
努
め
て
い
た
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
維
新
政
府
の
天
長
節
の
ね
ら
い
は
実
に
鋭
利
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
六
歳
の
「
幼
帝
」
の
明
治
天
皇
が
こ
の

時
期
に
獲
得
し
て
い
た
個
別
性
は
唯
一
、
彼
の
出
生
日
以
外
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
一
般
の
武
士
や
民
衆
に
と
っ
て
出
生
日

以
外
の
明
治
天
皇
の
個
別
性
は
知
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
表
一
の
よ
う
に
維
新
政
府
は
以
後
も
天
長
節
を
盛
大
に
喧
伝
す
る
が
、
そ
の
選
択

に
は
十
分
に
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
九
月
二
〇
日
、
天
皇
の
出
螢
を
見
送
っ
た
大
久
保
は
B
記
に
「
希
有
翠
蔓
盛
典
、
難
有
不
尽
紙
上
偏
と
記
す
。
九
月
二
二
日
目
天
皇
誕
生
日

当
日
は
下
阪
し
て
い
た
が
、

　
　
一
、
二
十
二
日
、
何
方
へ
も
不
出
、
木
場
、
税
所
、
松
方
等
入
来

　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
記
す
だ
け
で
あ
る
。
翌
日
に
は
東
京
へ
向
か
う
汽
船
に
乗
船
す
る
。
そ
れ
は
天
皇
の
東
京
着
類
を
迎
え
る
工
作
を
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

も
そ
も
彼
は
九
月
七
日
の
日
記
に
「
御
東
幸
二
付
木
戸
よ
り
云
々
申
越
、
依
衆
議
西
上
被
仰
付
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
木
戸
の
依
頼
に
よ

っ
て
、
遷
延
し
て
い
る
暗
闘
の
実
現
工
作
の
た
め
に
一
時
、
東
京
か
ら
上
京
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
大
久
保
の
天
皇
制
の
革
新
構
想

は
木
戸
と
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
、
実
現
の
歩
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
八
六
八
年
の
維
新
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蓑1　天皇誕生日の変遷

年代1 記 帽
｝

丁
づ

186臼年

1869年

1870年

1871年

1872年

1873年

　土山宿本陣土山家において有司（岩倉・中山・木戸・大木）らと御前祝宴（醐宴），

土山の民に清酒3石，スルメ1，500枚下賜。

　小御所勅任官祝宴一延遼館各国公使・書記館祝宴（英公使パー一一クス祝詞）。

　艶紙官神殿祭典一大広間勅任官祝宴一延遼館各国公使轡記館祝宴一市民韓頭

へ挑灯。

　神舐官神殿祭典一天長節観兵式一大広間勅任官祝宴一延縄館各国公使・書記

官祝宴。

　賢所祭典一大広間勅奏任官（400人）祝宴一天長節観兵式一大広間非役華族

等（280人）祝宴一二遼館各国公使祝宴（米公使デ・ロング祝詞）一清酒990樽東

京市民に下賜。

　賢所祭典一大広間勅任祝寮一天長節観兵式一大広間非役華族等祝宴一延遼

薄藍公使擦（雛官ら35人にxee・皇后の写戴布）・

出典）　r明治天皇記』1～3，吉JEI弘文館，1969年。

表2　町・村における天皇誕生日の祝祭

年代1　IS6S　1869・87・・871・872・873

申井家丁丁記 東京府，中央区日本橋室町 ○　　○　　○　　×　　×　　◎
田中千弥日記 岩鼻県，秩父郡下吉田村 ×　　○　　×　　×　　×　　◎
寓沢下御用留日新記 神奈川県，多摩郡連光寺村 ×　　×　　◎

依田家年中万日記 甲斐無，山梨郡下井尻村 ×　　×　　×　　◎　　◎　　◎
青木久兵衛日記 加納藩，羽島郡下佐波村 ◎　　×　　×　　◎　　×　　◎
三輪田米山日記 松山藩，松山市南久米町 ×　　◎　　◎　　◎　　×

中原嘉左右日記 小倉藩，国川郡香春 ○　　　　　◎　　　　　　　　◎

注）　○…布告の廻達のあるもの。

　　　◎…町または村の祝祭のあるもの。

　　　×…上記いずれもないもの。

　　　無記入…記載を欠くもの。

　　　所在の府藩県は，ほぼ1868年，住所は適宜記した。

鳩典）③　中井二丁日記，国立史料館蔵播磨屋中井両替店記録。

　　　②　田中千弥H記，大村進・小林＝〈郎・小池信一共編r田中千弥日記』埼玉新聞挫繊版

　　　局，1977年，田中は神官。

　　　③　寓沢家御期留日特記，國立史料館田寓沢家文書。

　　　④　依田家年中万日記，国立史料館蔵依田家文書。

　　　⑤　青木久兵衛日記，岐阜大学教育学部fles土資料』11～13，岡学部，1980～S2年。

　　　⑥　三輪田米ll」日記，　r松山市史料集第8巻近世編7』松山市，1984年，浅海泰之氏稿，

　　　　三輪旺］は字申官。

　　　⑦　中原鋸左右日記，秀村選三監修・米津三郎校注r中原嘉左右日記』1～3巻，1970

　　　　～71年。
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一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

政
府
は
こ
の
よ
う
な
革
新
を
た
だ
ち
に
実
現
す
る
力
量
を
持
た
な
か
っ
た
。
表
二
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
庶
民
の
奉
祝
も
一
八
六
八
年
に
は
一
部

に
つ
い
て
し
か
実
現
し
な
か
っ
た
。
以
下
、
一
八
六
八
年
の
各
地
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
の
実
際
を
検
討
し
よ
う
。
そ
れ
は
天
皇
制
に
よ
る
国

民
統
合
の
は
ら
む
問
題
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
思
う
。

①
前
掲
、
は
じ
め
に
の
注
④
参
照
。

②
行
政
官
の
権
限
に
「
督
国
内
事
務
」
が
あ
る
。
前
掲
『
法
令
全
書
』
一
四
一

　
頁
。

③
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
二
巻
、
四
ご
三
頁
。
天
長
簾
に
つ
い
て
、
村
上
、

　
前
掲
書
の
ほ
か
、
池
田
温
「
天
長
節
管
見
」
（
説
目
木
和
夫
先
生
還
暦
記
・
念
会
編
『
日

　
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
。

④
駕
篭
劇
績
子
区
記
し
（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
）
四
ご
二
一
二
頁
。

⑤
　
　
『
押
小
路
甫
子
日
記
』
（
同
右
）
二
、
一
二
四
頁
。

⑥
　
下
橋
敬
歎
述
『
幕
末
の
宮
廷
』
東
洋
文
庫
、
四
四
…
七
百
ハ
な
ど
。

⑦
注
④
、
⑤
の
霞
記
参
照
。

⑧
日
本
史
籍
協
会
叢
轡
の
『
嵯
峨
実
愛
日
記
』
や
『
朝
彦
親
王
日
記
』
な
ど
を
参

　
照
。
一
例
を
掲
げ
れ
ば
、
『
朝
彦
親
王
日
記
』
の
一
八
六
五
（
慶
応
一
）
年
六
摺

　
一
四
日
条
は
、
コ
、
如
例
言
舐
園
祭
礼
、
無
異
珍
重
々
々
」
と
舐
園
会
を
記
し

　
て
い
る
が
、
全
一
七
条
の
詳
し
い
同
冒
の
記
載
で
天
皇
誕
生
霞
に
触
れ
て
い
な
い

　
（
同
日
二
一
、
三
〇
七
－
入
頁
）
。

⑨
　
同
日
記
一
、
＝
コ
頁
。
ま
た
、
一
八
六
八
年
、
議
定
兼
外
圏
宮
判
事
と
し
て

　
東
京
に
い
た
東
久
世
通
禧
の
事
例
、
「
予
誕
日
二
付
、
家
来
へ
酒
遣
、
一
同
大
酔
」

　
「
慶
応
四
戊
辰
年
日
録
」
　
一
一
月
一
一
四
日
条
、
『
神
奈
川
県
史
、
資
料
編
1
5
、
近

　
代
．
現
代
（
5
）
』
一
〇
四
〇
頁
。

⑩
前
掲
『
法
令
全
書
』
三
〇
一
頁
。

⑪
　
　
『
明
治
天
皇
紀
』
一
、
八
三
八
頁
。

⑫
『
押
小
路
母
子
日
記
』
三
、
五
三
〇
頁
。

⑭
　
　
『
大
久
保
利
通
日
記
』
（
目
本
史
籍
協
会
叢
書
）
一
、
四
九
三
頁
。

⑭
　
『
明
治
天
皇
紀
』
一
、
八
九
七
頁
。

⑮
　
同
右
、
九
〇
八
頁
。
三
条
爽
美
書
翰
。

⑯
　
は
じ
め
に
、
注
⑤
参
照
。

⑰
　
現
代
の
新
嘗
祭
も
秘
儀
（
口
伝
）
で
あ
る
。
馬
橋
紘
『
象
徴
天
皇
』
岩
波
新
書
、

　
一
八
○
頁
、
一
八
四
一
七
頁
、
一
九
八
七
年
な
ど
参
照
。

⑱
『
法
令
全
書
』
明
治
二
年
、
八
九
、
九
二
買
。
『
明
治
天
皇
紀
』
二
、
五
八
頁
。

⑲
『
木
戸
孝
允
日
記
』
（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
）
一
、
～
〇
三
i
四
頁
。

⑳
　
　
「
天
長
節
の
紀
念
」
（
「
火
日
本
維
新
史
料
稿
本
」
第
ゴ
瓢
ハ
七
四
冊
所
収
、
東
京

　
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
。

⑳
　
　
『
大
久
保
利
通
文
書
』
二
、
一
九
一
一
五
頁
。

⑳
）
　
『
木
戸
孝
允
文
藝
』
一
二
、
＝
篇
四
頁
、
八
月
二
八
日
付
書
翰
。
ま
た
、
大
久
保

　
ら
の
「
罠
ノ
父
母
」
と
い
う
天
皇
統
治
論
に
つ
い
て
、
羽
賀
祥
二
「
関
治
神
祇
官

　
制
の
成
立
と
国
家
祭
祀
の
再
編
（
下
）
」
、
『
人
文
学
報
』
五
｝
号
、
…
九
八
二
年

　
な
ど
参
照
。

⑱
　
　
『
大
久
保
利
通
自
記
』
一
、
四
八
四
頁
。

⑭
同
右
。

⑳
　
同
右
、
四
八
二
頁
。
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二
京
都
府
の
祝
祭

　
九
月
二
〇
日
付
の
行
政
官
達
が
京
都
の
群
臣
の
醐
宴
を
中
止
し
た
こ
と
は
前
述
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
瓢
箪
は
か
わ
り
に
御
祝
儀
の
下
賜
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

御
所
へ
の
参
賀
を
指
示
し
た
。
こ
の
前
、
九
月
一
八
日
の
行
政
官
達
は
、

　
　
来
二
十
一
日
、
休
日
ニ
テ
無
之
、
二
十
二
日
休
日
之
事

　
　
　
但
、
以
後
、
　
一
　
・
六
ノ
日
休
日
［
ノ
南
畢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
指
令
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
年
正
月
二
一
日
発
令
の
三
職
議
事
規
則
の
第
二
条
で
「
一
・
六
ノ
山
荘
」
と
規
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
九

月
一
二
日
が
本
来
の
休
聞
と
な
る
の
を
取
り
止
め
、
か
わ
り
に
翌
二
二
日
の
天
皇
誕
生
日
を
休
日
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
京
都
で

は
祝
儀
の
下
賜
、
参
賀
と
休
日
が
指
示
さ
れ
た
。

　
京
都
の
公
家
の
祝
祭
の
一
例
を
久
世
家
の
「
御
役
所
日
記
」
に
つ
い
て
見
よ
う
。
久
世
家
は
羽
林
家
、
二
〇
〇
石
の
公
家
で
あ
っ
て
、
中
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
さ
と

貴
族
に
属
す
る
。
当
主
、
久
世
通
獺
は
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
三
月
に
条
約
勅
許
に
反
対
す
る
八
八
卿
列
参
に
加
わ
っ
た
が
、
の
ち
和
宮
降
嫁

に
参
画
し
た
た
め
に
公
武
合
体
派
公
家
と
し
て
王
政
復
古
後
、
一
時
、
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
許
さ
れ
て
権
繕
事
に
任
じ
、
東
幸
に
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

奉
し
て
い
た
。
「
御
役
所
日
記
偏
九
月
二
二
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
廿
二
日

　
　
　
一
、
御
参
賀
、
卯
半
刻
過
御
輿
御
供
如
常

　
　
　
　
　
右
は
今
上
御
誕
辰
二
付
、
大
宮
御
所
江
も
御
参
、
巳
刻
御
退
昂
之
事

　
　
　
一
、
若
殿
様
（
久
世
通
章
）
御
名
代
、
梅
漢
宰
相
申
将
様
江
御
頼
之
事

　
　
　
｝
、
今
日
御
誕
辰
二
付
、
御
祝
被
下
候
付
、
御
家
中
惣
詰
麻
上
下

　
　
　
　
昼
　
焼
物
　
し
ゃ
こ
　
飽
　
大
根
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中
ミ
そ

　
　
　
　
　
　
汁
物
焼
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
青
　
み

　
　
　
　
　
御
祝
膳
鉢
肴
鯛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
上
御
下
り
被
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ま
い

　
　
　
　
　
　
　
　
作
身
　
ぼ
ら

　
　
右
今
年
ハ
初
　
　
吸
物
　
た
い

　
　
て
之
御
儀
　
　
　
　
大
根
　
ぼ
う
だ
ら

　
　
格
別
之
訳
二
て
御
祝
宜
被
下
候
事

　
右
の
日
記
か
ら
通
熈
の
子
、
通
章
が
参
賀
し
た
こ
と
、
家
中
の
祝
事
を
行
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
祝
祭
日
に
家
中
の
祝
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
行
う
の
は
近
世
の
公
家
の
慣
例
で
あ
る
が
、
天
皇
誕
生
日
の
祝
事
が
こ
の
年
に
始
ま
っ
た
こ
と
も
、
「
今
年
ハ
初
て
之
御
盃
」
と
い
う
上
欄

の
註
記
か
ら
分
か
る
。
久
世
家
の
天
皇
誕
生
臼
の
家
中
祝
事
は
以
後
、
同
家
の
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
京
都
の
公
家
の
参
賀
と
祝
儀
の
下

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ね
な
る
⑤
　

と
き
な
る
⑥
　
　
　
⑦

賜
は
こ
の
他
、
『
嵯
峨
実
愛
日
記
』
、
「
山
科
象
亀
日
記
」
、
「
山
本
実
政
日
記
」
な
ど
で
も
確
認
で
き
る
。
山
本
実
政
は
八
月
か
ら
行
政
富
権
繕

事
に
就
い
て
、
当
時
、
在
京
し
て
い
た
が
、
日
記
の
九
月
二
二
日
条
に
、

　
　
今
日
休
日
也
、
但
、
参
賀
、
今
日
御
誕
辰
也
、
一
同
二
御
祝
酒
ヲ
給
フ
、
但
シ
、
就
御
東
幸
中
国
代
金
賜
之
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
あ
り
、
休
日
も
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
太
政
官
会
計
官
の
「
会
計
日
誌
」
九
月
二
二
β
条
に
御
祝
儀
金
が
商
法
司
二
六
人
目
六
人
東
幸
供
奉

中
）
、
鉱
山
司
＝
人
、
営
繕
司
八
人
、
貨
幣
司
三
〇
人
、
会
計
官
一
一
人
、
計
八
六
人
に
支
給
さ
れ
た
と
見
え
る
。
祝
儀
金
は
太
政
官
政
府

の
各
色
に
も
広
く
配
布
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
京
都
の
公
家
一
統
と
太
政
官
の
官
員
の
行
事
と
し
て
執
行
さ
れ

た
。
そ
の
内
容
は
祝
儀
下
賜
と
参
賀
、
休
日
で
あ
っ
た
。
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⑨

こ
こ
で
京
都
の
庶
民
の
祝
祭
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
京
都
府
は
山
城
国
全
域
に
次
の
布
告
（
町
触
）
を
出
し
た
（
ふ
り
が
な
は
原
文
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
た
ん
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ょ
み
ん
こ
　
か
せ
つ

　
　
毎
年
九
月
廿
二
日
聖
上
御
誕
辰
二
付
て
、
天
下
豊
漁
御
嘉
節
を
奉
祝
候
様
被
塞
出
候
、
就
而
者
戸
々
職
業
を
休
み
相
応
御
祝
ひ
仕
り
、
夜
中
野
提
燈
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
く
し
き
に
　
い

　
出
可
申
候
、
尤
当
年
ハ
未
タ
奥
州
辺
戦
争
も
有
之
、
全
く
天
下
御
平
定
二
も
不
相
成
事
二
付
、
騒
々
草
々
合
致
間
朝
事

　
　
　
　
　
さ
し
む
き
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
し
か
ら
ず

　
　
但
し
、
差
向
家
業
二
害
り
強
葡
相
休
不
申
と
も
不
苦
候
事

　
右
之
通
、
山
城
国
中
江
令
布
告
候
条
、
可
相
心
得
者
也

　
　
　
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
府

　
　
本
文
挑
燈
之
義
、
在
来
之
分
相
用
ひ
、
新
規
二
取
捲
候
義
ハ
不
相
成
旨
御
沙
汰
二
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
六
日

　
右
の
布
告
は
　
「
戸
々
職
業
を
休
み
相
応
御
祝
ひ
」
と
、
休
日
と
祝
祭
を
指
示
し
て
お
り
　
　
近
世
に
は
同
種
の
布
告
の
な
い
こ
と
は
前
述

一
、
し
か
も
山
城
鷲
谷
へ
発
令
さ
れ
た
。
末
尾
か
ら
＝
ハ
日
に
布
告
の
出
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
前
述
し
た
行
政
官
の
休
日
の
達

（一

ｪ
日
）
よ
り
二
日
早
い
。
布
告
が
前
述
の
八
月
二
六
日
行
政
官
布
告
の
「
於
庶
民
モ
一
岡
御
嘉
節
を
奉
祝
候
様
」
を
う
け
て
出
さ
れ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
京
都
府
は
行
政
官
布
告
を
う
け
て
庶
民
の
祝
祭
の
内
容
を
独
自
に
具
体
化
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
独
自
に
と
い
う

意
味
は
布
告
の
行
政
官
達
よ
り
早
い
こ
と
以
外
に
、
布
告
自
体
に
見
ら
れ
る
矛
盾
に
も
あ
る
。
京
都
府
布
告
を
注
意
し
て
読
む
と
内
容
に
や
」

不
可
解
な
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
庶
民
の
「
戸
々
職
業
を
休
み
」
を
命
じ
な
が
ら
但
し
書
き
で
「
強
而
相
輪
不
申
と
も
層
層
」
と
、
こ
れ
を
事

実
上
、
否
定
し
、
提
灯
を
軒
に
掲
げ
る
よ
う
に
指
示
し
な
が
ら
新
調
を
禁
止
し
、
祝
祭
を
「
相
応
御
祝
ひ
偏
す
る
よ
う
に
言
う
一
方
で
本
文
中

で
「
奥
州
辺
戦
争
」
を
理
由
に
し
て
「
騒
々
敷
賑
合
致
閾
敷
」
と
強
い
制
限
を
設
け
て
い
る
。
総
じ
て
京
都
府
布
告
は
同
府
の
庶
民
の
祝
祭
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

事
に
た
い
す
る
消
極
姿
勢
を
露
骨
に
示
し
て
い
る
と
思
う
。
同
罪
の
翌
六
九
年
の
庶
民
に
た
い
す
る
布
告
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

昨
年
御
布
令
在
銘
通
、
毎
年
九
月
廿
二
良
聖
上
御
誕
辰
二
恩
、
天
下
庶
民
御
嘉
節
ヲ
奉
祝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
　

ヲ
差
出
可
申
候
、
尤
右
二
事
寄
セ
乱
晴
粗
暴
之
振
舞
無
之
様
、
瀦
楽
曲
豊
楽
申
候

戸
々
家
業
ヲ
相
休
ミ
、
相
応
御
祝
ひ
仕
り
、
夜
中
軒
挑
燈

60　（372）



　
　
　
但
、
差
向
キ
家
業
二
寄
、
強
而
相
休
ミ
不
申
と
も
不
苦
事

　
　
右
之
趣
、
山
城
国
中
、
社
寺
共
無
洩
相
達
も
の
也

　
こ
の
布
告
は
前
年
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
文
、
も
し
く
は
同
趣
旨
と
い
っ
て
よ
い
が
、
前
年
の
「
騒
々
敷
賑
合
致
間
敷
」
と
い
う
祝
祭
の
制
限
は

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

「
右
二
事
二
野
絵
描
粗
暴
之
振
舞
無
之
様
」
と
も
う
少
し
具
体
的
に
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
前
年
の
布
告
で
は
こ
の
制
限
は
「
未
タ
奥
州
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

戦
争
も
有
之
」
と
戦
乱
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
六
九
年
の
布
告
は
戦
乱
が
棚
限
の
真
の
原
因
で
は
な
い
こ
と
、
た
ん

一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

表3　遠藤家の1868年9月の行事

容内称名

神供，家申午飯，2月1目通り。

神供，夜見せへ酒出ス。

午祝膳，昼飯後見せへ酒をいだす。

豆むしり鱈。

くれ早々家内おや豆いわふ，團店へ酒出ス。

費舎二言旨，　祭ネL。

重日の通祭礼。

正月晦日の通り。

朔日祝ひ

節句前祝ひ

重陽節句

豆名月前爲

豆名月

石沼先生御心忌

同　上

晦日祝ひ

日付

1日

8日

9H
12日

13H

23日

2媚
晦日

出典）遠藤家「諸行慕記」京都市歴史資料館所蔵写真版。

な
る
名
目
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
六
九
年
の
布
告
が
「
和
楽

相
器
可
申
漏
と
「
和
楽
」
と
い
う
言
葉
を
と
く
に
あ
げ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

　
右
の
よ
う
に
京
都
府
の
庶
民
の
祝
祭
に
た
い
す
る
消
極
姿
勢
が
明
白
で
あ
る
時
に
、
庶
民
の
祝
祭

が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
否
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。
三
条
通
鳥
丸
東
入
梅
忠
町
（
現
在
、
中
京
区
）
の
呉
服

商
の
遠
藤
家
、
屋
号
平
野
屋
に
一
八
六
八
年
の
一
年
聞
の
祭
日
、
忌
日
の
神
事
、
料
理
お
よ
び
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
ど
を
詳
細
に
記
録
し
た
「
諸
行
事
記
」
一
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
諸
行
事
記
」
に
よ
れ
ば
、
九

月
に
は
表
三
の
ご
と
く
朔
日
祝
、
重
陽
節
句
、
豆
名
月
、
石
田
先
生
御
祥
忌
、
晦
日
祝
の
五
例
が
見

ら
れ
る
が
、
天
皇
誕
生
日
の
記
載
は
な
い
。
石
田
先
生
は
石
田
梅
岩
の
こ
と
で
、
遠
藤
家
は
石
門
心

　
　
　
　
　
　
　
⑫

学
に
尽
力
し
て
い
た
。
梅
岩
の
忌
臼
は
表
の
よ
う
に
天
皇
誕
生
日
の
翌
日
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
遠

藤
家
以
外
の
事
例
を
掃
い
出
さ
な
い
が
、
京
都
府
で
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
布
告
の
消
極
姿
勢
、
矛

盾
し
た
内
容
も
あ
わ
せ
考
え
て
布
告
が
出
さ
れ
た
だ
け
に
終
っ
た
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で

は
京
都
府
の
庶
民
の
祝
祭
に
た
い
す
る
消
極
姿
勢
の
要
点
を
「
騒
々
敷
面
合
致
間
敷
」
（
一
八
六
八
年
）

　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

や
　
「
右
二
事
寄
セ
乱
晴
粗
暴
之
振
舞
無
婆
様
」
　
（
一
八
六
九
年
）
に
あ
る
と
判
断
し
た
。
　
こ
の
よ
う

な
同
学
の
消
極
姿
勢
が
現
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
他
地
域
の
事
例
を
検
討
し
て
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
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す
る
。

　
①
　
『
法
令
全
書
』
明
治
元
年
、
二
九
八
…
九
頁
。

　
②
同
職
、
二
＝
貝
。

　
③
京
都
久
世
家
文
書
、
國
立
史
料
館
所
蔵
。

　
④
　
『
幕
末
の
宮
廷
』
ハ
ニ
ー
三
頁
。

　
⑤
　
　
『
嵯
峨
実
愛
臼
記
』
（
日
ホ
史
籍
協
会
叢
書
）
一
一
、

　
⑥
⑦
⑧
　
火
日
本
維
新
史
料
稿
本
、
第
三
六
七
四
冊
。

三
六
三
…
四
二
貝
。

⑨
京
都
町
触
研
究
会
『
京
都
町
触
集
成
』
コ
ニ
巻
、
二
五
〇
買
。
底
本
は
、
下
京

　
上
艮
組
衣
棚
町
触
留
（
衣
本
）
。
諸
本
と
の
異
同
は
微
細
で
あ
る
。
異
同
表
記
は

　
省
略
し
た
。
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
、
第
三
六
二
一
冊
に
も
あ
る
。

⑩
岡
右
、
三
五
六
買
。
底
本
は
衣
本
。
同
じ
く
異
同
表
記
省
略
。

⑧
遠
藤
家
文
書
写
真
版
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
。

⑫
『
史
料
京
都
の
歴
史
9
、
中
京
区
』
中
京
区
関
係
文
書
隅
録
・
解
説
九
八
頁
。
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三
東
京
府
の
祝
祭

　
天
長
節
前
日
の
九
月
二
一
日
、
東
京
の
大
総
督
府
参
謀
は
、

　
　
明
二
十
二
日
、
ム
ツ
上
帝
御
誕
辰
二
付
、
山
仕
府
…
之
諸
丘
ハ
へ
御
　
祝
酒
下
賜
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
る
ひ
と

と
在
府
の
兵
士
へ
の
祝
酒
の
下
賜
を
指
示
し
て
い
る
。
親
征
大
総
督
で
鎮
将
府
総
督
を
兼
ね
て
い
た
有
栖
川
親
王
の
『
熾
仁
親
王
日
記
』
、
九

　
　
　
　
　
　
　
②

月
二
二
日
条
に
も
、

　
　
　
一
、
皇
上
御
誕
辰
日
二
付
、
議
事
休
日
、
下
参
謀
以
下
諸
藩
在
府
之
兵
士
迄
酒
肴
遣
墨
黒

と
見
え
る
。
や
は
り
兵
士
へ
の
祝
酒
下
賜
が
あ
り
、
大
総
督
府
の
議
事
所
（
五
月
一
日
設
置
）
が
休
日
に
な
っ
た
。
右
の
祝
酒
下
賜
は
『
肥
後
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

閣
事
史
料
』
な
ど
に
よ
っ
て
確
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
祝
酒
は
代
金
で
下
賜
さ
れ
、
大
総
督
府
の
場
合
、
兵
士
一
人
に
酒
二
合
分
の
代
金
と
肴

料
若
干
が
配
布
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
休
日
や
祝
儀
の
下
賜
は
、
大
総
督
府
全
体
と
し
て
確
認
さ
れ
る
が
、
陣
営
や
官
府
に
お
け
る
祝
宴
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
一
の
祝
宴
の
事
例
は
丹
波
の
農
兵
隊
の
山
国
隊
の
も
の
で
あ
る
。
同
隊
の
『
征
東
日
誌
』
は
「
今
上
皇
帝
御
誕

日
」
の
御
酒
料
の
下
賜
を
記
し
た
あ
と
、

　
　
　
一
、
㎜
隊
・
甲
塵
ハ
州
無
州
事
帰
薩
目
セ
ル
ト
併
セ
テ
祝
宴
ヲ
…
囲
ク



一八穴入年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
　
　
　
　
　
④

と
記
載
し
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
が
確
認
で
き
る
唯
一
の
祝
宴
で
あ
る
。
た
だ
し
丹
波
山
国
隊
の
祝
宴
の
場
合
、
祝
い
の
比
重
が
「
今
上

皇
帝
御
誕
日
」
と
「
謹
話
奥
州
無
事
帰
陣
」
と
い
ず
れ
に
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
大
総
督
府
の
他
の
陣
営
に
祝
宴
を
見
な
い
こ
と

か
ら
後
者
に
比
重
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
同
じ
大
総
督
府
管
轄
下
の
策
北
戦
線
に
あ
る
兵
隊
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
長
州
藩
奇
兵
隊
は
当
時
、
会
津
城
下
に
本
陣
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

入
っ
て
い
た
。
そ
し
て
実
は
一
奇
兵
隊
士
の
『
戊
辰
戦
争
従
軍
記
』
九
月
二
二
日
条
が
、

　
　
在
陣
同
、
斥
侯
と
し
て
半
隊
宛
城
下
へ
出
す
、
降
参
旗
を
城
内
へ
た
て
謹
慎
の
事
…
…

と
記
す
よ
う
に
、
一
八
六
八
年
の
天
皇
誕
生
日
は
会
津
降
伏
の
当
日
で
あ
っ
た
。
九
月
二
二
日
の
『
奇
兵
隊
日
記
』
は
、
奇
兵
隊
の
公
的
な
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

記
で
あ
る
が
、
＝
二
名
の
負
傷
兵
人
名
を
記
す
だ
け
で
あ
る
1
翌
日
に
戦
勝
の
記
が
あ
る
…
一
。
東
北
前
線
の
官
軍
は
戦
勝
で
沸
き
返
っ
て

お
り
、
天
皇
誕
生
日
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
東
京
府
の
庶
民
の
祝
祭
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
九
月
に
東
京
府
は
次
の
よ
う
な
布
告
を
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
々
世
話
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
共

　
　
九
月
牙
二
日
、
天
皇
御
誕
辰
二
付
、
毎
歳
群
臣
二
醐
宴
ヲ
賜
り
、
天
下
ノ
刑
識
ヲ
細
雪
、
庶
民
ト
御
慶
福
ヲ
共
二
幅
遊
候
思
召
ノ
旨
、
真
槍
出
候
二
付
、

　
　
同
日
ハ
工
商
共
其
業
ヲ
相
休
、
御
嘉
節
ヲ
奉
祝
候
様
可
致
旨
、
名
主
共
支
配
限
不
良
様
可
申
聞

　
　
右
ノ
趣
組
々
井
番
外
迄
早
々
可
申
通

　
　
　
辰
九
月

　
こ
の
東
京
府
の
布
告
は
前
引
の
京
都
府
の
布
告
と
く
ら
べ
て
巌
壁
や
祝
祭
に
つ
い
て
の
制
限
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
分
だ
け
分

か
り
や
す
い
布
告
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
の
八
月
二
六
日
の
行
政
官
布
告
と
対
照
し
て
み
る
と
、
東
京
府
布
告
は
ほ
と
ん
ど
行
政
官
布

告
の
ひ
き
写
し
で
あ
っ
て
、
独
自
性
と
い
え
る
も
の
は
「
同
日
ハ
工
商
工
其
業
ヲ
相
休
し
の
部
分
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
右
の
よ
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う
な
東
京
府
布
告
に
庶
民
の
祝
祭
実
現
へ
の
積
極
姿
勢
が
、
京
都
府
布
告
と
異
っ
て
、
在
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
を
検
討
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　
東
京
府
金
吹
町
（
現
在
の
中
央
区
日
本
橋
室
町
）
で
一
七
一
四
（
正
徳
四
）
年
以
来
、
両
替
商
を
営
む
播
磨
屋
中
井
家
は
一
八
六
八
年
九
月
に
、

東
京
府
の
「
酒
造
其
外
諸
上
納
金
興
言
方
会
計
所
御
用
達
」
と
「
商
法
司
兼
商
社
頭
取
」
に
任
命
さ
れ
、
新
政
府
と
の
連
携
を
強
化
し
て
い
た
。

中
井
家
の
年
々
の
「
店
日
記
」
に
は
店
内
外
の
諸
事
が
曳
綱
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
九
月
二
〇
日
条
に
は
右
の
東
京
府
の
天
皇
誕
生
日
布
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
「
町
御
触
」
と
し
て
留
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
日
記
の
九
月
二
二
日
条
に
は
天
皇
誕
生
日
は
見
当
ら
な
い
。
同
日
記
の
同
日
条
は
中
井

新
右
門
、
倉
又
右
衛
門
、
橋
本
清
左
衛
門
、
鹿
嶋
利
右
衛
門
、
三
井
清
左
衛
門
の
五
軒
の
越
前
藩
の
「
銀
箔
中
間
」
が
、
一
同
集
会
の
上
、
調

達
金
の
返
済
を
求
め
る
連
名
の
願
書
を
越
前
藩
江
戸
屋
敷
守
り
、
木
下
十
之
介
ま
で
持
参
し
た
こ
と
を
詳
細
に
記
す
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
同

日
記
は
、
他
の
箇
所
で
は
、
店
の
休
日
を
「
休
日
」
（
一
〇
月
二
〇
日
な
ど
）
や
「
休
業
」
（
一
二
月
二
日
な
ど
）
と
明
記
し
て
い
る
。
両
替
商
中
井

家
は
天
皇
誕
生
日
の
九
月
二
二
日
に
東
京
府
の
　
「
工
商
共
其
業
ヲ
相
休
」
　
と
い
う
指
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
休
出
し
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
右
の
「
店
日
記
」
に
登
場
し
た
他
の
商
家
も
休
業
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
京
府
は
そ
の
後
も
天
皇
誕
生
日
の
休
業
を
毎
年
布
告
し

た
が
、
中
井
家
の
天
皇
誕
生
日
休
業
の
初
見
は
西
暦
改
暦
が
行
わ
れ
た
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
一
月
三
原
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
一
、
天
長
節
会
御
当
日
二
付
、
昨
二
日
汐
国
旗
弐
流
差
出
、
夜
分
惣
朱
長
提
灯
弐
挺
差
出
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
一
、
右
二
付
、
今
日
ハ
見
世
相
休
申
候
事

　
　
　
　
　
　
⑨

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
暦
に
際
し
て
周
知
の
よ
う
に
政
府
は
五
節
句
の
廃
止
を
同
時
に
布
告
し
た
。
た
と
え
ば
「
店
日
記
」
の
同
年
三
月

三
日
（
上
巳
の
節
句
）
の
条
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
輪
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
　
一
、
上
巳
回
護
祝
義
・
御
礼
式
、
御
廃
止
相
成
耳
穴
付
、
内
和
平
等
も
同
様
書
止
メ
、
見
セ
平
日
駆
通
、
節
句
料
理
も
無
之
、
革
菜
・
白
酒
・
煮
染
も
被

　
　
下
方
無
之
事

　
中
井
家
が
早
々
に
五
節
句
の
店
休
業
を
取
り
止
め
て
い
る
の
は
注
目
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
後
述
）
。
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一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
一
八
六
九
年
九
月
、
東
京
府
は
弁
官
へ
の
伺
書
の
な
か
で
一
八
六
八
年
の
天
長
節
に
ふ
れ
て
「
昨
辰
年
御
誕
辰
ノ
日
、
御
府
役
々
上
掛
ノ
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

へ
御
祝
儀
金
三
百
疋
ツ
・
被
下
、
囚
人
共
へ
為
食
用
金
子
下
賜
」
と
記
し
て
い
る
。
官
員
へ
の
御
祝
儀
金
下
賜
が
東
京
府
の
官
員
に
も
及
び
、

囚
人
に
も
食
用
と
し
て
金
銭
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
囚
人
へ
の
下
賜
金
は
八
月
二
六
日
行
政
官
布
告
の
「
天
下
ノ
罷
職
被
差
停
」
と
関
係
す
る

と
推
測
さ
れ
る
が
、
翌
年
に
廃
止
さ
れ
た
こ
と
以
外
は
分
か
ら
な
い
。
同
伺
書
の
な
か
で
東
京
府
が
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、

一
八
六
八
年
の
東
京
府
布
告
の
一
面
を
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
…
…
市
中
ヘ
ハ
、
如
別
紙
（
前
掲
布
告
）
申
達
候
ま
で
ニ
テ
、
被
下
物
等
ハ
無
之
候
…
…

　
市
民
に
た
い
す
る
祝
儀
な
ど
の
配
布
は
な
く
1
囚
人
へ
の
下
賜
は
あ
っ
た
一
、
八
月
二
六
日
の
行
政
官
布
告
の
ほ
と
ん
ど
引
き
写
し
に

す
ぎ
な
い
東
京
府
布
告
は
単
に
布
告
さ
れ
た
だ
け
（
「
申
達
候
ま
で
ニ
テ
」
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
京
府
も
、
京
都
府
と
同
様

に
、
庶
民
の
祝
祭
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。

＠＠＠＠＠

『
法
令
全
書
』
明
治
元
年
、
三
〇
琶
頁
。

『
熾
仁
親
王
日
記
』
（
日
本
史
籍
協
会
叢
警
）
一
、
＝
竺
○
頁
。

『
改
訂
肥
後
国
国
察
史
料
隔
九
、
一
一
三
八
一
九
頁
。

藤
野
斎
『
征
棄
潟
誌
－
丹
波
山
國
機
兵
隊
日
誌
』
一
七
五
頁
。

武
慶
武
雄
『
戊
辰
戦
争
従
軍
日
記
』
、
一
八
四
頁
。

四
　
横
浜
、
神
奈
川
府
の
祝
祭

＠＠＠＠＠

『
奇
兵
隊
日
記
』
三
、
三
七
八
－
九
頁
。

公
文
録
、
東
京
府
ノ
部
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

播
・
磨
屋
｛
T
＃
〃
両
替
店
文
書
、
「
改
六
拾
七
番
日
記
」
、

同
右
、
「
改
七
拾
弐
番
露
霜
」

明
治
二
年
、
東
京
府
伺
、
公
文
録
、
東
京
府
ノ
部
。

国
立
史
料
館
所
蔵
。

　
九
月
一
四
日
、
外
国
宮
副
知
事
で
神
奈
川
府
知
事
を
兼
務
し
て
い
た
東
久
世
通
禧
は
各
国
公
使
に
「
始
審
陛
下
降
誕
日
」
の
二
二
日
一
一
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

神
奈
川
砲
台
に
お
い
て
一
工
発
の
祝
砲
を
行
う
旨
、
通
告
し
た
。
＝
カ
、
九
月
一
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
…
ク
ス
は
右
の
旨
を
イ
ギ
リ
ス
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

艦
の
司
令
官
と
横
浜
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
頭
取
に
通
達
し
た
と
い
う
返
答
書
翰
で
、
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（
イ
ギ
リ
ス
陸
海
軍
司
令
官
が
）
此
佳
辰
二
当
リ
、
万
国
帝
王
ヲ
祝
ス
ル
通
例
ノ
礼
儀
施
行
ス
ヘ
キ
旨
申
来
候
、
依
テ
委
細
閣
下
ト
共
二
相
談
ス
ル
ヲ
要

　
　
ス
、
可
成
丈
早
々
得
御
面
接
度
存
候

と
「
万
国
帝
王
ヲ
祝
ス
ル
通
例
ノ
礼
儀
」
、
欧
米
に
通
例
の
国
主
の
誕
生
日
祝
祭
を
提
案
し
、
早
急
に
会
談
し
た
い
と
東
久
世
に
申
し
入
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
る
。
東
久
世
の
日
記
の
翌
一
七
欝
と
一
九
日
の
条
に
、

　
　
十
七
日

　
　
西
城
東
京
府
等
へ
繊
仕
、
二
字
、
英
士
官
職
牲
ト
瀞
畝
ト
来
、
於
中
井
宅
面
接
食
事
、
明
日
、
横
浜
帰
港
事
申
来

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
へ

　
　
三
条
横
浜
行
之
事
相
決
ス
、
東
京
府
二
止
宿
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十
九
日
、
陰
、
十
字
、
裁
判
処
出
席

　
　
英
公
使
館
行

　
　
　
江
戸
開
市
目
限
事
、
一
、
中
井
之
事
、
一
、
税
官
之
事

　
　
　
一
、
遊
歩
之
事
、
一
鑑
札
之
事

　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
一
、
御
誕
辰
、
三
条
来
港
之
事

　
　
　
一
、
英
女
王
よ
り
進
物
大
刀
之
事

　
　
　
一
、
廿
八
日
二
西
班
牙
条
約
調
印
之
事

と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
九
日
条
に
「
御
誕
辰
、
三
条
来
港
昌
昌
」
と
あ
る
か
ら
、
一
七
日
条
の
「
三
条
横
浜
行
之
事
」
も
天
皇
誕
生
日
の
横
浜

で
の
挙
行
の
た
め
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
決
定
は
、
ア
ダ
ム
ズ
、
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
と
い
う
公
使
館
書
記
と
の
会
談
で
な
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

日
本
側
当
局
は
パ
ー
ク
ス
提
案
の
翌
日
に
こ
れ
に
迅
速
に
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
同
一
九
日
に
東
久
世
は
議
定
に
昇
進
し
、
か
わ
っ
て
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
り
と
め

れ
神
奈
川
県
知
事
と
外
国
判
事
に
就
任
し
た
寺
島
陶
管
（
宗
則
）
と
井
関
斉
右
衛
門
（
盛
艮
）
は
各
国
外
交
官
を
六
時
半
か
ら
開
か
れ
る
横
浜
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

判
所
の
祝
宴
に
招
待
し
た
。
一
＝
日
、
三
条
は
東
久
世
や
長
岡
護
美
ら
と
と
も
に
汽
船
に
乗
っ
て
横
浜
に
到
着
す
る
。



一入六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
九
月
二
二
日
、
天
皇
誕
生
日
当
日
の
・
東
久
世
の
日
記
の
記
載
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
廿
二
日

　
　
天
皇
震
誕
日
、
十
字
、
三
条
、
長
岡
、
万
里
小
路
、
首
足
地
、
英
陸
軍
調
練
、
騎
馬
に
て
見
物
、
英
公
使
館
行
、
昼
食
事
、
西
班
牙
条
約
案
来
ル

　
　
夜
分
点
灯
、
市
街
輝
々
、
祝
砲
廿
一
発

　
横
浜
で
天
塁
誕
生
日
の
祝
祭
が
た
し
か
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
右
の
記
事
は
短
文
で
あ
る
が
、
注
國
す
べ
き
部
分
も
あ
る
。
後
半
に

見
え
る
「
西
班
牙
（
ス
ペ
イ
ン
）
条
約
案
来
ル
」
は
祝
祭
と
関
係
な
い
。
し
か
し
末
尾
の
「
夜
分
点
灯
、
市
街
輝
々
、
祝
砲
廿
一
発
」
は
天
皇
誕

生
賑
の
祝
祭
に
相
違
な
い
。
前
半
の
午
前
一
〇
時
か
ら
の
「
三
条
、
長
岡
、
万
里
小
路
、
於
埋
地
、
英
陸
軍
調
練
、
騎
馬
に
て
見
物
、
英
公
使

館
行
、
昼
食
事
し
と
い
う
記
事
は
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
と
何
ら
か
の
関
連
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
横
浜
に
は
軍
艦
乗

り
込
み
の
水
兵
を
除
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
部
隊
七
〇
〇
名
前
後
と
フ
ラ
ン
ス
海
兵
隊
三
〇
〇
名
前
後
が
山
手
の
英
仏
両
国
陣
営
に
常
時
駐
屯

し
て
い
た
。
記
事
中
の
「
聖
地
」
と
は
一
八
六
六
年
一
〇
月
の
横
浜
大
火
で
移
転
し
た
港
崎
遊
廓
の
跡
地
周
辺
で
あ
り
、
こ
の
埋
立
地
で
両
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
ま
す

兵
が
練
兵
を
行
っ
て
い
た
。
英
仏
両
国
に
た
い
す
る
横
浜
居
留
地
防
衛
の
た
め
の
駐
兵
権
は
一
八
六
　
二
（
文
久
三
）
年
の
若
年
寄
酒
井
忠
砒
書
翰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
四
月
に
イ
ギ
リ
ス
の
い
わ
ゆ
る
赤
軍
と
フ
ラ
ン
ス
の
編
隊
が
派
遣
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ

も
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
一
八
六
九
年
囚
月
、
維
新
政
府
の
外
国
官
は
「
外
国
官
問
題
十
七
条
」
を
提
出
し
、
「
万
国
ノ
公
法
二
形
ル
時
ハ
自
己

ノ
属
『
團
ヲ
除
ク
ノ
外
、
兵
隊
｝
ヲ
備
ヘ
テ
山
父
際
｝
ス
ル
ヲ
聞
ス
」
（
第
一
　
条
）
、
「
今
や
外
園
門
ヨ
リ
我
国
内
ノ
可
否
ヲ
制
ス
ル
ニ
至
ル
」
　
（
第
＝
二
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
述
べ
て
そ
の
不
当
を
強
く
批
判
し
て
い
た
。
井
上
清
ら
が
強
調
し
た
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
外
国
軍
隊
駐
留
は
近
代
国
家
に
と
っ
て
例
外
的
な

　
　
　
　
⑪

も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
駐
屯
兵
の
日
本
政
府
高
官
に
よ
る
　
「
見
物
」
は
、
右
の
よ
う
な
外
国
軍
隊
の
駐
兵
権
の
問
題
と
関
連
せ
ず
に

は
す
ま
な
い
の
で
あ
り
、
間
題
を
は
ら
む
行
動
な
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
書
記
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
の
『
」
外
交
官
の
見
た
明
治
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

新
』
の
第
三
三
章
に
日
本
政
府
高
官
の
「
見
物
」
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
カ
ド

　
　
　
十
一
月
六
日
（
訳
注
、
明
治
元
年
九
月
二
十
二
日
置
は
天
皇
の
誕
生
罠
に
あ
た
る
の
で
、
祝
賀
の
盛
儀
が
取
り
行
な
わ
れ
た
。
横
浜
で
は
第
十
連
隊
第
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、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ダ
イ
ジ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ン
ジ
お
　

　
　
二
大
隊
の
観
兵
式
が
挙
行
さ
れ
、
ハ
リ
ー
卿
は
す
で
に
右
大
臣
に
昇
進
し
て
い
た
三
条
を
こ
れ
に
招
い
た
。
外
国
の
軍
艦
は
神
奈
川
の
砲
台
と
呼
応
し
て

　
　
皇
礼
砲
を
発
射
し
、
一
同
は
湾
を
見
お
ろ
す
私
の
二
階
の
縁
側
か
ら
そ
れ
を
な
が
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ぽ
　
ノ
ス
ケ
　
マ
デ
ノ
コ
モ
ジ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
ふ
さ

　
　
　
三
条
の
ほ
か
に
、
長
岡
良
之
助
、
万
里
小
路
（
訳
注
、
大
総
督
府
参
謀
、
万
里
小
路
通
盆
）
な
ど
も
い
た
。
公
使
の
居
館
で
こ
れ
ら
の
人
々
に
昼
食
を

　
　
供
し
、
ま
た
、
あ
の
三
月
二
十
三
日
の
勇
敢
な
行
為
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
後
藤
と
中
井
へ
贈
ら
れ
て
き
た
名
誉
の
剣
の
伝
達
が
行
な
わ
れ
た
。
中
井

　
　
は
す
ぐ
に
自
分
の
を
腰
に
お
び
、
金
レ
ー
ス
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
、
気
取
り
な
が
ら
歩
い
て
見
せ
た
が
、
申
込
自
身
の
得
意
さ
は
も
と
よ
り
、
一
座
の
人

　
　
々
も
大
い
に
興
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
イ
ダ
レ

　
　
　
ち
ょ
う
ど
横
浜
の
競
馬
の
二
日
目
に
あ
た
っ
た
の
で
、
一
同
そ
ろ
っ
て
競
馬
場
へ
繰
り
だ
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
白
の
前
垂
を

　
　
つ
け
て
、
黒
漆
塗
の
雪
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
た
三
条
と
東
久
世
は
、
競
馬
場
ゆ
き
を
辞
退
し
た
。
私
は
万
里
小
路
と
長
岡
と
馬
で
行
っ
た
が
、
こ
の
二
人

　
　
は
大
い
に
は
し
ゃ
い
で
い
た
（
ル
ビ
お
よ
び
カ
ッ
コ
は
原
訳
文
－
井
上
）
。

　
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
で
調
練
を
行
っ
た
の
は
第
一
〇
連
隊
第
二
大
隊
で
あ
っ
た
。
神
奈
川
砲
台
と
各
国
軍
艦
の
祝
砲
－
前
述
の
よ
う
に
午
前
一

一
時
に
予
定
さ
れ
て
い
た
　
　
が
昼
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
分
か
る
。
そ
し
て
サ
ト
ウ
が
明
記
す
る
よ
う
に
日
本
政
府
高
官
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス

陸
軍
駐
屯
兵
の
「
見
物
」
は
天
皇
誕
生
日
の
公
式
行
事
た
る
「
観
兵
式
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
後
藤
（
象
二
郎
）
と
中
井
（
弘
）
の
「
あ
の
三
月
二
十
三
日
の
勇
敢
な
行
為
」
と
は
、
こ
の
年
、
陰
暦
二
月
三
〇
日
に
京
都
で
起
き
た
イ
ギ
リ

ス
公
使
パ
ー
ク
ス
襲
撃
事
件
の
際
の
後
藤
と
中
井
の
活
躍
を
指
し
て
い
る
。
天
皇
に
謁
見
す
る
た
め
に
御
所
へ
向
っ
て
い
た
パ
ー
ク
ス
は
叢
夷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

派
志
士
二
名
に
襲
撃
さ
れ
た
。
パ
ー
ク
ス
の
一
行
と
と
も
に
進
ん
で
い
た
後
藤
と
中
井
は
抜
刀
し
て
犯
人
と
闘
い
、
開
宴
を
斬
り
倒
し
、
残
る

一
名
を
捕
縄
し
、
パ
ー
ク
ス
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
天
皇
誕
生
日
当
日
の
「
名
誉
の
剣
の
伝
達
式
」
が
日
英
両
国
の
あ
ら

か
じ
め
予
定
さ
れ
た
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
仁
の
東
久
世
の
日
記
、
九
月
一
九
日
条
に
「
英
女
王
よ
り
進
物
大
刀
之
事
」
が
英
国
公
使
館

に
お
け
る
協
議
事
項
と
し
て
載
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

　
東
久
世
の
日
記
と
サ
ト
ゥ
の
著
書
か
ら
判
明
す
る
祝
祭
へ
の
日
本
側
出
席
者
は
三
条
、
東
久
世
、
長
岡
、
万
盤
小
路
、
中
井
で
あ
る
一

『
伯
爵
後
藤
象
二
郎
』
は
イ
ギ
リ
ス
女
王
か
ら
贈
ら
れ
た
剣
の
写
真
を
掲
げ
て
い
る
が
、
「
十
月
に
剣
を
賜
は
る
偏
と
説
明
し
て
お
り
、
大
坂
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一一ｪ六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

府
知
事
で
あ
っ
た
後
藤
は
伝
達
式
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
一
。
墨
時
、
三
条
は
右
大
臣
兼
輔
相
と
関
八
州
藩
儒
、
東
久
世
は
議
定
、
長
岡
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

議
定
兼
軍
務
官
副
知
事
、
万
里
小
路
は
鎮
将
府
靴
墨
兼
職
総
督
府
参
謀
－
中
井
は
神
奈
川
府
判
事
1
で
あ
る
。
横
浜
の
祝
宴
に
、
東
京
に

駐
在
し
、
菓
日
本
を
管
轄
す
る
黒
藻
府
の
首
脳
が
列
席
し
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
頂
点
に
い
た
三
条
は
七
月
の
鎮
将
器
設
置
と
同
時
に
「
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

東
以
東
政
務
御
委
任
」
を
沙
汰
さ
れ
て
い
た
。
「
御
委
任
」
と
は
天
皇
か
ら
の
委
任
の
意
で
あ
っ
て
、
東
日
本
に
お
け
る
天
皇
の
代
理
人
の
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

割
を
担
っ
て
い
た
。
　
一
〇
月
の
天
皇
の
東
京
着
と
同
時
に
以
後
、
「
万
機
炭
庫
」
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
三
条
が
鎮
将
を
辞
任
し
た
こ
と
が
そ

れ
を
証
明
し
て
い
る
。
天
皇
誕
生
陰
の
当
日
は
会
津
開
城
、
す
な
わ
ち
東
北
戦
争
の
終
了
の
日
で
あ
っ
た
。
内
戦
中
と
い
う
状
況
は
維
新
政
府

の
外
交
を
規
制
す
る
と
こ
ろ
が
た
し
か
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
配
慮
し
た
と
し
て
も
、
国
主
、
ま
た
は
国
主
の
代
理
人
が
、

国
王
誕
生
日
の
よ
う
な
公
式
行
事
の
際
に
駐
屯
し
て
い
る
外
国
軍
隊
の
観
兵
式
に
こ
と
さ
ら
に
出
席
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
国
に
た
い
す

る
過
度
の
協
調
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
。
維
新
政
府
の
外
国
官
は
翌
六
九
年
に
は
前
述
の
「
外
国
官
問
題
十
七
条
」
で
外
園
軍
隊
の
駐
屯
を
民

族
自
立
の
見
地
か
ら
激
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
強
固
に
民
族
主
義
的
な
た
て
ま
え
1
維
新
政
府
の
「
万
国
対
峠
」

の
国
是
も
同
じ
一
は
、
実
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
過
大
評
価
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
維
新
政
府
に
民
族
的
な
方
向
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
が
、
同
時
に
右
の
よ
う
な
強
い
協
調
路
線
が
貫
い
て
い
る
点
を
押
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
も
そ
も
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
駐
屯
兵
観
兵
式
な
ど
と
い
う
行
事
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
最
初
に
「
万

国
帝
王
を
祝
ス
ル
通
例
ノ
礼
義
」
を
提
起
し
、
東
久
世
と
早
急
に
会
談
し
た
い
と
申
し
入
れ
た
の
は
パ
ー
ク
ス
の
一
六
日
付
東
久
世
宛
書
翰
で

あ
っ
た
。
鍵
の
ひ
と
つ
が
こ
の
パ
ー
ク
ス
書
翰
に
あ
る
こ
と
は
明
瞭
だ
と
思
う
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
パ
ー
ク
ス
が
維
新
政
府
の
開
園
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
不
可
逆
的
に
確
定
し
た
と
承
認
す
る
の
は
一
八
六
九
年
目
エ
ジ
ン
。
バ
ラ
公
来
日
の
一
連
の
行
事
の
終
了
後
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
、
パ
ー
ク

ス
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
維
新
政
府
を
聞
明
路
線
に
拘
束
す
る
努
力
を
お
こ
た
ら
な
か
っ
た
。
一
七
日
の
ア
ダ
ム
ス
ニ
・
・
ッ
ト
フ
ォ
ー

ド
・
東
久
世
会
談
や
一
九
日
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
で
の
協
議
に
よ
っ
て
祝
祭
行
事
の
大
枠
が
決
ま
り
、
同
日
、
日
本
側
主
催
の
祝
宴
へ
の
招
待

状
も
発
送
さ
れ
た
。
総
じ
て
パ
ー
ク
ス
や
イ
ギ
リ
ス
書
記
官
の
提
議
が
先
行
し
た
と
思
わ
れ
る
。
サ
ト
ウ
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
パ
ー
ク
ス
が
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三
条
ら
高
官
を
観
兵
式
に
招
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
維
新
政
府
な
い
し
鎮
将
府
首
脳
も
そ
れ
を
進
ん
で
受
け
容
れ
た
の
で
あ
る
。
白
の
前

垂
と
黒
漆
塗
の
紙
帽
子
を
つ
け
て
観
兵
式
に
出
た
三
条
と
東
久
世
、
金
レ
ー
ス
の
雷
干
を
か
ぶ
っ
て
気
取
っ
て
歩
き
一
同
を
楽
し
ま
せ
た
中
井
、

あ
る
い
は
競
馬
場
で
「
大
い
に
は
し
ゃ
い
だ
」
万
里
小
路
や
長
岡
、
こ
れ
ら
の
政
府
高
官
の
姿
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
と
思
う
。

　
横
浜
に
お
け
る
天
皇
誕
生
日
は
右
の
よ
う
に
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
側
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
「
万
国
帝
王
ヲ
祝
ス
ル
通
例
ノ
礼
儀
」
を

臼
指
し
て
、
結
果
的
に
は
あ
る
植
民
地
的
様
相
を
含
み
な
が
ら
1
従
属
的
に
と
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
－
展
開
し
た
。
日
本
政

府
が
そ
れ
を
容
認
し
、
重
要
視
も
し
た
の
は
、
三
条
と
い
う
東
日
本
に
お
け
る
天
皇
主
権
の
代
行
者
が
横
浜
に
赴
い
て
祝
祭
に
参
加
し
た
こ
と

か
ら
も
明
白
で
あ
っ
た
。

　
神
奈
川
県
の
庶
民
の
祝
祭
に
つ
い
て
、
同
質
生
麦
村
（
現
在
、
横
浜
市
鶴
見
区
）
の
名
主
、
関
口
東
右
衛
門
の
『
関
口
日
記
』
の
九
月
二
一
日

⑲条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

7e　（382）

　
一
昨
日
、
横
浜
町
会
所
汐
御
沙
汰
二
付
、
惚
々
名
主
名
前
可
書
上
様
二
付
、
当
村
名
主
筆
右
衛
門
・
治
郎
右
衛
門
書
上
候
由
、
今
日
、
名
主
御
呼
出
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ
ヘ
　
へ
　
リ
　
カ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
ゐ
　
ヘ
　
へ
　
ぬ
　
ヘ
　
ヵ
　
マ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
カ
　
リ
　
モ
　
ヘ
　
へ
　
リ
　
ヘ
　
へ

処
…
…
組
頭
八
郎
右
衛
…
門
出
奮
い
た
し
候
処
、
明
昔
二
日
、
皇
御
誕
生
就
御
祝
儀
、
憎
々
名
主
へ
御
酒
料
と
し
て
金
百
疋
宛
、
於
御
裁
判
所
二
級
下
躍
候

包
紙
上
書

　
　
御
酒
代
　
生
麦
村

　
　
　
　
　
　
名
主
東
霜
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
壱
人

　
神
奈
川
県
は
天
皇
誕
生
日
の
前
日
に
各
車
の
名
主
を
横
浜
裁
判
所
に
呼
び
集
め
て
「
御
酒
料
」
を
配
布
し
た
。
神
奈
川
県
の
管
轄
範
囲
は
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

月
に
鎮
撫
府
か
ら
「
神
奈
川
十
里
四
方
、
於
其
府
可
有
支
配
事
」
と
達
せ
ら
れ
、
広
大
な
領
域
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
神
奈
川
県
（
府
）

が
一
〇
里
四
方
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
た
か
否
か
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
当
初
、
行
政
事
務
を
引
き
継
い
だ
旧
神
奈
川
奉
行
の
支
配
地
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
で
も
一
万
一
、
三
二
〇
石
余
と
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。



一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
そ
の
後
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
神
奈
川
県
は
次
の
よ
う
な
達
を
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
当
月
（
九
月
）
十
七
日
、
於
伊
勢
山
神
宮
御
神
事
修
行
有
之
処
、
同
廿
二
日
主
上
御
誕
辰
壁
付
、
廿
一
日
澄
同
所
二
お
み
て
御
祭
礼
・
奏
楽
有
之
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り

　
　
　
間
、
十
七
日
は
組
合
村
々
二
而
惣
代
壱
弐
人
、
廿
二
日
は
神
酒
被
下
面
間
、
一
村
壱
人
つ
Σ
五
代
と
し
て
参
詣
可
致
候

　
　
　
　
但
、
一
日
路
二
不
相
成
場
所
＃
格
別
小
村
は
本
文
両
日
之
内
一
日
、
又
は
代
参
二
白
蘭
幾
候
共
晶
苦
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
名
主
招
集
、
神
酒
輩
下
と
い
う
一
八
六
八
年
の
神
奈
川
県
の
方
式
は
、
右
の
よ
う
に
一
八
七
〇
年
に
は
伊
勢
山
皇
大
神
宮
神
事
、
名
主
招
集
、

神
酒
配
布
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
一
八
七
〇
年
の
名
主
招
集
の
範
囲
が
広
大
な
神
奈
川
県
全
域
に
及
ん
だ
こ
と
は
但
し
書
の
「
一
日
路
二

不
相
成
場
所
」
か
ら
分
か
る
。

①
　
神
奈
川
県
立
図
書
館
腰
『
神
奈
川
県
史
料
　
第
六
巻
　
外
務
部
一
』
七
九
頁
。

②
　
同
右
。

③
　
「
慶
応
四
戊
辰
年
無
録
」
『
神
奈
川
県
史
、
資
料
編
1
5
、
近
代
．
現
代
（
5
）
隔

　
一
〇
｝
二
｛
ハ
頁
。

④
『
百
官
履
歴
』
（
日
本
史
籍
協
会
叢
書
）
二
、
二
三
二
頁
。
議
定
の
正
式
受
諾

　
は
一
〇
月
一
七
目
。

⑤
　
　
『
神
奈
川
県
史
料
　
第
六
巻
　
外
務
部
一
』
八
○
頁
。
『
営
繕
履
歴
』
　
、
九

　
二
、
三
童
八
頁
、
な
お
神
奈
川
府
の
県
へ
の
改
称
は
九
月
二
一
日
で
あ
る
が
、
本

　
稿
で
は
お
お
む
ね
神
奈
川
県
と
記
し
た
。

⑥
　
注
③
に
同
じ
。

⑦
　
同
工
。

⑧
『
横
浜
市
史
稿
』
風
俗
編
、
＝
二
六
頁
－
七
。

⑨
　
　
『
続
通
信
全
覧
』
類
輯
之
部
二
　
、
一
　
九
四
、
竺
七
穴
頁
。
石
井
孝
『
増
訂
明

　
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』
二
四
〇
i
～
頁
、
一
九
六
六
年
、
吉
川
弘
文
館
。
広
瀬

　
靖
子
「
纂
家
に
お
け
る
外
国
軍
・
隊
日
本
駐
留
の
端
緒
」
『
お
茶
の
水
史
学
』
一
五
、

　
一
九
七
二
年
。

⑩
「
公
議
所
日
誌
」
第
九
、
朝
倉
治
彦
『
太
政
官
日
誌
』
別
巻
四
、
二
〇
八
－
二

　
＝
頁
。

⑪
　
外
岡
軍
隊
駐
彪
の
斑
族
的
危
機
を
強
調
す
る
見
解
に
、
井
上
清
『
日
本
現
代
史

　
1
、
明
治
維
新
』
｝
七
一
－
五
頁
、
一
九
五
一
年
、
東
大
出
版
会
な
ど
が
あ
る
。

　
「
外
圏
官
問
題
一
七
条
」
に
論
及
し
た
論
稿
に
、
芝
原
拓
自
「
明
治
維
新
の
世
界

　
出
入
晶
則
位
置
」
　
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
五
一
二
温
7
、
　
一
九
山
ハ
一
年
）
、
　
㎜
四
義
武
　
『
黎
㎜
刀
湘
馴

　
の
明
治
日
本
』
一
一
〇
1
六
頁
、
宋
来
社
、
一
九
六
四
年
、
稲
生
典
太
郎
「
条
約

　
改
正
論
の
一
源
流
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
外
交
思
想
史
論
考
』
第
一
、
小
峯
書
店
、

　
一
九
六
六
）
、
岸
甫
一
「
維
新
期
の
横
浜
駐
屯
イ
ギ
リ
ス
軍
隊
撤
隊
問
題
」
（
『
日

　
本
歴
史
』
三
七
七
号
、
一
九
七
七
年
）
、
永
井
秀
夫
「
維
新
期
の
対
外
問
題
」
（
遠

　
山
茂
樹
編
『
天
皇
制
の
成
立
』
一
九
八
七
年
、
岩
波
書
庸
所
収
）
な
ど
。

⑫
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ゥ
、
坂
田
精
一
訳
豊
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
隠
岩
波

　
文
庫
、
下
、
一
コ
九
頁
。

⑬
同
右
書
、
一
八
＝
丁
五
頁
な
ど
。

⑭
大
町
桂
月
『
伯
爵
後
藤
象
二
郎
隔
三
五
入
－
九
頁
、
　
九
一
四
年
、
冨
山
房
。

⑮
　
　
『
百
官
胤
腹
歴
恥
　
｝
、
三
七
六
百
ハ
。
岡
書
二
、
　
二
七
五
一
六
百
ハ
。
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⑯
＠
　
同
誌
、
一
、
ニ
ニ
頁
。

⑱
隅
義
武
、
前
掲
書
、
一
三
二
一
三
頁
。

⑲
　
横
浜
南
無
教
育
委
呂
蝋
会
編
『
關
四
口
日
一
記
』
第
一
六
巻
、
三
五
六
頁
。

⑳
⑳
　
『
神
奈
川
県
史
、
通
史
編
4
、
近
代
・
現
代
（
1
）
』
六
一
－
二
等
。

＠
鈴
木
登
久
治
家
文
書
（
神
奈
川
区
）
「
御
用
留
」
、
吉
浜
俊
彦
家
文
書
（
緑
区
）

　
「
御
用
留
」
、
横
浜
開
港
資
料
館
所
蔵
写
真
版
。

⑭
　
一
八
七
〇
年
創
建
。
同
年
～
二
月
に
県
内
宗
社
指
定
。
『
横
浜
市
史
稿
』
神
社
・

　
教
会
編
、
四
六
一
七
頁
。
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五
長
崎
府
の
祝
祭

　
「
崎
陽
雑
報
」
は
一
八
六
八
年
八
月
に
創
刊
さ
れ
た
日
本
最
初
の
地
方
新
聞
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

誕
生
日
の
祝
祭
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

同
紙
第
三
号
は
長
崎
に
お
け
る
天
皇

　
　
　
　
　
九
月
廿
二
日

　
　
　
御
忍
三
二
付
、
平
明
、
御
国
旗
ヲ
上
ゲ
、
御
揚
台
二
於
テ
大
砲
廿
一
発
御
祝
電
有
之
、
随
テ
碇
泊
ノ
諸
藩
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ロ
シ
ヤ
、
ア
メ
リ
カ
、
其

　
　
外
各
船
ヲ
粧
ヒ
、
福
頭
高
ク
御
国
旗
ヲ
掲
ゲ
、
同
数
廿
一
発
ヅ
ツ
奉
祝
候
事

　
　
　
右
二
付
、
府
公
ヨ
リ
各
国
「
コ
ン
シ
ユ
ル
」
老
婦
雇
教
師
等
ヲ
福
島
寿
二
御
蓋
キ
、
御
祝
酒
下
サ
レ
、
観
宴
夜
半
二
及
ベ
リ
。
同
日
、
府
下
ノ
数
町
ヨ

　
　
リ
踊
子
ヲ
ソ
ロ
へ
、
　
皇
太
抽
胴
宮
ヲ
始
、
　
氏
神
ロ
其
外
隷
繭
社
並
ビ
ニ
督
府
へ
廿
広
歯
シ
、
　
内
郷
一
貫
ピ
近
国
ノ
老
幼
一
男
女
鞍
鼻
頭
二
群
焦
ハ
シ
、
　
児
止
里
東
西
二
｛
弁
一
疋
シ

　
　
テ
、
惟
声
鼓
動
、
実
二
耳
目
ヲ
驚
カ
セ
リ
：
…
・

　
早
朝
に
国
旗
を
掲
げ
、
祝
砲
を
放
ち
、
各
国
領
事
や
御
雇
教
師
ら
を
福
済
寺
へ
招
い
た
祝
宴
が
行
わ
れ
て
夜
半
に
及
ん
だ
。
同
日
、
府
下
の

数
町
か
ら
皇
太
神
宮
、
氏
神
な
ど
諸
社
、
督
府
へ
踊
子
が
廻
り
、
市
内
や
近
国
か
ら
人
々
が
群
集
し
、
盛
大
な
祝
祭
が
行
わ
れ
た
と
、
以
上
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

記
事
の
大
体
で
あ
る
。
「
崎
陽
雑
報
」
は
な
か
ば
官
報
的
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
事
実
を
確
か
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
国
旗
や
祝
砲
を

と
く
に
確
認
す
る
史
料
は
な
い
。
福
済
寺
で
外
国
領
事
や
御
麗
教
師
を
招
い
て
開
催
さ
れ
た
と
い
う
祝
宴
も
直
接
こ
れ
を
証
明
す
る
史
料
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
な
い
が
、
長
崎
府
判
事
、
佐
々
木
高
行
の
『
保
古
雷
管
以
』
の
左
の
記
事
が
や
」
参
考
に
な
る
。

　
　
　
一
、
九
月
廿
二
日
、
休
日
、
今
日
ハ
聖
上
御
降
誕
日
二
付
休
日
、
市
中
賑
々
シ
、
野
村
方
へ
林
・
小
島
同
伴
、
午
後
散
歩
、
夕
五
字
ヨ
リ
外
国
人
案
内
二



一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
　
　
テ
畑
偶
井
屋
へ
行
ク
、
英
亜
蘭
牽
・
葡
一
　
　
　
　
　
　
一
フ
ル
ペ
ッ
キ
、
マ
ン
シ
ヘ
ル
ト
帰
宿
：
；
：

　
「
夕
五
字
よ
り
外
国
人
案
内
ニ
テ
福
井
屋
へ
行
ク
、
英
亜
蘭
学
葡
」
と
記
さ
れ
た
福
井
屋
の
各
国
外
国
人
（
と
佐
々
木
た
ち
）
の
集
会
と
、
前

記
し
た
福
済
寺
の
祝
宴
と
の
関
係
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
福
済
寺
の
祝
宴
も
「
崎
陽
雑
報
」
の
記
事
に
よ
れ
ば
夕
方
か
ら
開
か
れ
た
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

福
井
屋
は
福
済
寺
の
誤
記
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
記
載
に
や
や
問
題
は
あ
る
が
、
夕
方
、
長
崎
府
の
役
人
と
誤
謬
人
の
間
で
交
歓
が
持
た

れ
た
こ
と
は
『
保
養
飛
下
比
』
の
看
の
記
述
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
フ
ル
ペ
ッ
キ
（
ア
メ
リ
カ
）
と
マ
ン
シ
フ
ェ
ル
ト
（
オ
ラ
ン
ダ
）
も
「
崎
陽
雑

報
」
が
福
野
寺
へ
の
招
待
を
記
し
て
い
た
御
雇
教
師
で
あ
る
。
官
府
の
行
事
に
か
ん
す
る
「
崎
陽
雑
報
」
の
記
事
は
大
筋
を
疑
う
必
要
は
な
い

と
思
う
。
横
浜
と
同
様
に
、
長
崎
府
に
お
い
て
も
政
府
高
官
と
外
国
人
関
係
者
に
よ
っ
て
祝
宴
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
福
福
寺
は
長
崎
市

街
北
端
の
黄
漿
宗
の
寺
で
、
一
八
九
九
（
明
決
＝
一
）
年
の
グ
ラ
ン
ト
将
軍
歓
迎
の
宴
も
こ
こ
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
古
く
か
ら
崎
陽
随
一
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

知
ら
れ
た
同
寺
の
眺
望
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
と
す
べ
き
は
、
「
崎
陽
雑
報
」
の
後
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
府
下
で
盛
大
に
、
府
内
の

老
若
男
女
を
集
め
て
挙
行
さ
れ
た
と
い
う
庶
民
の
祝
祭
の
記
事
で
あ
る
。
も
し
仮
に
記
事
が
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
か
で
唯
一
の
盛
大
な
庶
民
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
で
あ
る
。
京
都
府
で
は
東
北
戦
争
を
名
目
に
「
騒
々
敷
賑
合
致
等
等
」
と
抑
制
さ
れ
、
東

京
府
で
は
行
政
官
布
告
の
焼
き
直
し
に
す
ぎ
ぬ
布
告
に
と
ど
め
ら
れ
、
神
奈
川
県
で
は
旨
々
名
主
へ
の
神
酒
代
配
布
に
抑
制
さ
れ
た
庶
民
の
祝

祭
で
あ
っ
た
。

　
前
引
の
佐
々
木
の
『
保
古
飛
宇
比
』
に
は
、
影
日
が
「
聖
上
御
降
誕
日
」
に
よ
っ
て
休
日
で
あ
っ
た
こ
と
、
「
市
中
賑
々
シ
」
か
っ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
た
。
市
中
で
は
た
し
か
に
催
し
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
長
崎
町
方
史
料
』
に
一
八
六
八
年
九
月
末
、
町
方
肝
煎
か
ら
提
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
二
通
の
伺
書
が
あ
る
。

　
　
　
㈲
乍
恐
口
上
之
覚

　
　
　
一
、
一
昨
廿
三
葉
、
私
共
町
会
所
当
番
相
勤
罷
在
候
処
、
町
愛
妾
前
之
も
の
共
心
得
違
仕
、
練
も
の
難
立
、
市
中
俳
個
致
候
始
末
、
差
解
方
不
行
届
之
段

　
　
　
奉
恐
入
候
、
依
之
急
度
相
慎
申
度
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上
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辰
九
月

町
方
肝
煎

　
佐
々
木
　
栄
助
印

同
　
　
　
　
（
陸
力
）

　
伊
藤
　
□
次
郎
印
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町
方

　
御
掛
所

〔
不
及
左
拍
候
事

㈲
　
乍
恐
口
上
之
覚

一
、
当
廿
二
日
、
聖
上
御
誕
辰
二
付
、
私
共
三
々
俄
剛
材
差
轟
奉
悦
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
処

小
前
之
も
の
へ
被
仰
渡
候
爵
も
御
座
候
段
心
得
違
仕
、
右
翼
及
始
末
、

　
辰
九
月
廿
五
日

〔
不
及
差
拍
曲
事

然
ル
処
廿
三
日
二
至
り
、
又
候
市
中
碁
立
俳
徊
仕
候
段
、
当
御
蒋
節
柄
限
て
、

於
私
共
奉
恐
入
候
、
捨
石
一
同
急
度
梢
慎
曝
露
此
段
奉
伺
候
、
以
上

江
戸
町
肝
煎

　
士
心
賀
　
　
六
丘
ハ
衝
…
印

上
筑
後
町
岡

　
頴
川
歩
左
衛
門
印

後
興
善
町

　
荒
木
長
右
衛
門
印

本
蔵
町
同

　
吉
田
　
宗
七
郎
印

材
木
町
岡

　
奥
田
　
庄
兵
衛
印

本
興
善
町
同

　
木
村
直
之
助
印

今
魚
町
同

　
江
崎
　
長
太
郎
印

町
方

　
御
掛
所



一八六八年の天皇誕生藏の祝祭（井上）

　
伺
書
㈹
は
町
方
肝
煎
二
名
か
ら
出
さ
れ
て
お
り
、
九
月
二
三
日
に
　
「
町
々
小
前
之
も
の
」
が
心
得
違
い
を
し
て
「
練
も
の
難
立
、
市
中
彿

徊
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
差
子
方
」
の
不
行
届
を
伺
い
出
た
史
料
で
あ
る
。
二
三
日
は
い
う
ま
で
も
な
く
天
皇
誕
生
日
の
翌
日
で
あ
る
が
、

な
ぜ
二
三
臼
の
騒
ぎ
が
問
題
に
な
っ
た
か
と
い
う
点
は
伺
書
㈲
に
よ
っ
て
分
か
る
。
二
二
日
の
「
聖
上
御
誕
辰
」
に
江
戸
町
以
下
七
ケ
町
か
ら

「
俄
二
踊
」
i
俄
踊
り
で
あ
ろ
う
一
を
差
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
俄
踊
り
が
心
得
違
い
を
し
て
一
ご
ご
日
に
も
市
中
を
は
や
し
立
て
踊
り
廻

っ
た
の
で
あ
る
。
俄
踊
り
が
二
日
に
及
ん
だ
こ
と
が
規
制
を
越
え
た
訳
で
あ
る
。
次
の
「
若
御
時
節
柄
限
て
、
小
前
之
も
の
へ
詰
草
渡
候
儀
も

御
座
難
処
」
と
い
う
文
章
は
、
意
味
を
と
り
が
た
い
が
、
伺
書
㈲
に
小
前
の
も
の
の
「
心
得
違
」
、
そ
し
て
一
方
、
町
方
役
人
の
「
差
留
方
不

行
届
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
都
市
下
層
民
と
町
方
役
人
（
有
力
町
民
）
と
の
対
抗
を
は
ら
ん
だ
、
幕
末
維
新
期
の
都
市
騒
擾
の
状
況
を
大

前
提
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
当
御
時
節
柄
限
て
」
と
い
う
文
雷
に
こ
の
時
期
の
都
市
騒

擾
の
状
況
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
九
月
二
五
日
に
町
方
役
人
が
慎
み
を
申
し
出
た
轟
々
、
す
な
わ
ち
規
制
を
越
え
た
踊
り
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

体
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
諸
々
は
、
伺
書
㈲
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
市
内
北
端
の
上
筑
後
町
、
南
端
の
本
龍
町
、
西
端
の
江
芦
町
（
出
島
の
入

口
の
町
）
、
中
央
部
の
材
木
町
、
同
じ
く
中
央
部
や
や
北
よ
り
の
後
議
善
町
と
本
興
善
町
、
同
じ
く
や
や
東
よ
り
の
今
魚
町
で
あ
り
、
市
内
全
域

に
散
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
北
端
の
上
筑
後
町
は
長
崎
府
庁
（
立
山
役
所
・
旧
長
崎
奉
行
所
）
の
門
前
の
町
で
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
二
瞬
目

の
俄
踊
り
も
長
崎
市
内
全
域
で
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
「
長
崎
県
史
料
十
一
　
禁
令
」
所
収
の
翌
六
九
年
七
月
二
六
日
の
記
事
に
「
昨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

夜
市
中
之
者
共
多
人
数
徒
党
、
米
屋
共
ヲ
打
潰
シ
」
と
見
え
、
長
崎
の
都
市
騒
擾
の
状
況
は
、
翌
年
に
は
現
実
に
打
ち
こ
わ
し
を
引
き
起
こ
す

ほ
ど
深
刻
化
し
て
い
た
。
六
八
年
に
も
規
制
を
越
え
た
「
小
前
之
も
の
」
の
俄
踊
り
が
登
場
す
る
素
地
は
十
分
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
前
、
第
二
節
の
京
都
府
の
祝
祭
の
検
討
で
、
京
都
府
の
山
城
国
中
へ
の
布
告
の
聞
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
京
都
府
の
布
告
は
庶
民
の

祝
祭
を
指
示
し
た
行
政
窟
布
告
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
独
自
性
の
豊
か
な
布
告
で
あ
っ
た
。
ま
た
布
告
自
身
が
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
も
の
で

も
あ
っ
た
。
休
日
を
指
示
し
な
が
ら
「
強
て
相
当
不
申
と
も
不
幸
」
と
事
実
上
、
そ
の
指
示
を
打
ち
消
し
、
「
夜
中
軒
提
灯
差
出
」
を
達
し
な

が
ら
、
新
規
に
提
灯
を
調
え
る
こ
と
を
禁
止
し
て
も
い
た
。
京
都
府
の
庶
民
の
祝
祭
に
た
い
す
る
消
極
姿
勢
は
明
白
で
あ
り
、
祝
祭
抑
制
の
理
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ヘ
　
　
へ

由
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
奥
州
辺
戦
争
も
有
之
」
が
名
目
で
あ
っ
て
、
真
の
理
由
で
な
い
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
長
崎
府
の
盛

大
な
庶
民
の
祝
祭
の
様
椙
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
都
府
布
告
の
問
題
点
に
か
ん
す
る
解
答
の
手
掛
り
が
得
ら
れ
た
と
思
う
。
問
題
は
庶
民

の
祝
祭
の
、
小
前
、
都
市
下
層
民
に
よ
る
独
自
の
展
開
に
、
つ
ま
り
祝
祭
の
反
町
方
役
人
と
反
町
方
役
所
の
方
向
へ
の
展
開
に
あ
っ
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
い
か
。
京
都
を
含
む
畿
内
で
は
前
年
秋
か
ら
当
年
春
に
か
け
て
、
え
え
じ
ゃ
な
い
か
が
惹
起
し
た
。
そ
れ
は
幕
末
の
政
治
の
危
機
を
背
景
と

し
て
起
こ
り
、
倒
幕
運
動
を
助
け
た
側
面
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
為
政
者
の
よ
く
制
禦
し
う
る
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
、
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
京
都
府
布
告
の
要
点
が
な
ぜ
「
騒
々
敷
賑
合
致
薄
儀
偏
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
解
け
る
と
思
う
。
え
え
じ
ゃ
な

い
か
が
一
面
に
お
い
て
非
合
法
の
踊
り
（
と
休
日
）
の
展
開
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
俄
踊
が
規
制
を
越
え
て
市
街
一
帯
を
練
り
廻
る
と
い
う
長
崎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

状
況
は
そ
の
発
端
と
な
る
資
格
を
備
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
京
都
府
の
翌
六
九
年
の
布
告
の
「
右
二
事
寄
セ
乱
階
粗
暴
之
振
舞
無
善
様
」
と

述
べ
「
和
楽
」
を
強
調
す
る
文
面
に
は
、
右
の
よ
う
な
え
え
じ
ゃ
な
い
か
や
都
市
騒
擾
へ
の
為
政
者
の
顧
慮
が
働
い
て
い
た
こ
と
一
一
八
六

九
年
は
民
衆
運
動
の
高
揚
の
時
期
一
が
よ
り
前
面
に
出
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
長
崎
府
は
右
の
府
内
の
祝
祭
よ
り
早
く
に
、
府
下
全
域
に
次
の
よ
う
に
布
告
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
郡
用
方
掛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江

　
　
　
　
　
　
　
　
町
方
掛

九
月
越
二
日
は
今
上
皇
帝
之
御
誕
日
二
付
、
士
農
工
商
二
曹
ら
す
、
前
日
汐
室
屋
を
掃
除
し
、
家
々
之
神
棚
を
慰
め
て
神
酒
・
赤
飯
等
を
備
へ
、

も
家
業
を
休
ミ
て
、
家
内
は
勿
論
、
他
人
と
盤
も
決
て
喧
嘩
口
論
等
不
凝
議
諸
事
格
別
二
相
慎
ミ
虚
威
徳
之
万
々
歳
を
回
護
祈
定
事

　
　
辰
五
月

右
之
通
、
市
郷
無
洩
可
相
触
候

い
つ
れ
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こ
の
布
告
の
独
自
性
は
格
別
で
あ
る
。
五
月
と
い
う
異
例
に
早
い
発
布
の
時
期
も
興
味
深
い
（
後
述
）
。
内
容
は
清
掃
、
神
棚
、
赤
飯
、
休
日
、

和
合
と
多
彩
で
あ
り
、
神
道
と
休
日
、
そ
し
て
清
掃
と
和
合
と
い
う
通
俗
道
徳
と
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
布
告
の
独
自
性
は
盛
大
に



一八六入年の天皇誕生日の祝祭（井上）

挙
行
さ
れ
た
長
崎
の
庶
民
の
祝
祭
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
誕
生
日
の
庶
民
の
祝
祭
に
同
論
が
こ
の
よ
う
に
積
極
姿
勢
を
示
し
た
の

は
、
横
浜
と
同
様
に
外
国
と
の
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
布
告
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
天
皇
の
「
御
威
徳
之
万
々
歳
」
を
演
出
し
、
示
す
こ

と
1
当
年
の
維
新
政
府
の
能
力
以
上
に
一
は
、
対
外
関
係
上
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
京
都
府
や
東
京
府
に
お
け
る
天
皇
誕
生

日
の
祝
祭
は
、
検
討
し
た
よ
う
に
東
京
府
で
行
わ
れ
た
丹
波
山
国
論
の
祝
宴
以
外
は
な
い
と
い
っ
て
も
過
書
で
は
な
い
。
京
都
の
公
家
に
み
ら

れ
た
家
中
の
祝
事
は
や
は
り
私
的
な
領
域
の
祝
祭
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
横
浜
と
長
崎
に
お
け
る
祝
祭
は
そ
う
し
た
中
心
部
に
比
較
し
て
突
出

し
た
様
相
を
示
し
て
お
り
、
と
く
に
横
浜
に
お
け
る
祝
祭
は
「
万
園
帝
王
ヲ
祝
ス
ル
通
例
ノ
礼
儀
」
を
天
皇
の
国
内
統
合
の
実
態
か
ら
乖
離
し

て
イ
ギ
リ
ス
に
大
き
く
依
存
し
て
演
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
横
浜
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
駐
屯
兵
観
兵
式
の
は
ら
ま
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
従
属
性
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
長
崎
に
お
け
る
盛
大
な
庶
民
の
祝
祭
も
周
府
の
民
衆
統
治
能
力
を
越
え
た
演
出
と
い
う
性

格
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
同
量
の
庶
民
の
祝
祭
は
長
崎
市
中
全
域
の
小
前
町
民
の
俄
踊
り
1
畏
衆
の
俵
統
的
な
祭
の

展
開
に
よ
っ
て
破
綻
の
一
端
を
露
黒
し
た
と
、
こ
の
よ
う
に
押
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
明
治
文
化
研
究
会
『
明
治
文
化
全
集
　
第
四
巻
　
新
聞
篇
』
五
五
五
頁
。

②
岡
右
、
一
〇
頁
、
小
野
秀
雄
解
題
。

③
『
保
古
飛
呂
比
、
佐
々
木
高
行
日
記
三
』
三
四
三
頁
。

④
『
保
古
町
呂
比
』
刊
本
は
、
原
本
の
伝
存
状
況
不
明
の
た
め
維
新
史
料
編
纂
会

　
旧
蔵
の
写
本
に
依
っ
て
い
る
（
同
書
、
一
、
例
言
）
。

⑤
　
　
『
長
崎
市
史
・
地
誌
編
、
仏
寺
部
下
』
二
四
六
、
二
六
九
頁
。

⑥
『
福
岡
大
学
総
合
研
究
所
資
料
叢
書
、
第
四
冊
、
長
崎
町
方
史
料
』
二
八
四
1

六
諸
藩
の
祝
祭

　
鼻
差
。

⑦
伺
誰
⑧
の
本
蔵
町
は
長
崎
市
中
に
な
い
。
草
欝
の
類
似
す
る
本
竜
（
灘
）
町
の

　
誤
記
と
し
て
お
く
。

⑧
「
長
崎
県
史
料
一
一
禁
令
」
内
閣
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
雄
松
堂
）
。

⑨
　
西
垣
晴
次
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
、
民
衆
運
動
の
系
譜
軸
七
一
一
八
頁
、
一
九
七

　
三
年
、
新
人
愚
蒙
来
社
な
ど
。

⑩
　
編
く
日
中
丁
維
一
新
州
史
料
紺
桐
太
丁
　
第
｛
漏
穴
二
一
冊
。

諸
藩
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
に
つ
い
て
、
布
告
、
あ
る
い
は
実
施
の
認
め
ら
れ
る
藩
は
表
通
に
掲
げ
た
六
つ
の
藩
、
す
な
わ
ち
加
賀
藩
、
加
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表4　諸藩の1868年天皇誕生日の祝祭

藩庁　の　祝　祭 庶　罵　の　祝　祭

諸郡諸町一統休日（御書付）

村々休（庄屋日記）

行政官布告廻達（9月19月御書付）

休日，上下着用（御書付）

在来諸神祭の如く心得（御触書）

諸向大休日（御書付）

御祝，御酒御赤飯被下（御書付・日記）

藩
藩
藩
藩
藩
藩

賀
磁
路
山
倉
戸

加
加
彦
篠
小
平

注）　御書付・触書は布皆の出た事例，日記は実施の確認される事例。

出典）r加賀藩史料　幕末篇　下巻』前田徳育会　926・7頁　1958年。r郷土資料α］〉下佐波村

　　青木久兵衛日記（抄）（→』62・3頁　前掲・r世国谷区史料第六集』384・5頁　1975年。「篠

　　山藩庁記録」大日本維新史料稿本　第3964冊。『中原嘉左右日記墨第1巻　262頁　前掲。

　　　『平戸藩年表稿』61～74頁。

納
藩
、
彦
根
藩
、
篠
山
藩
、
小
倉
藩
、
平
戸
藩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
藩
は
戊
辰
戦
争
の
戦
場
と

な
っ
た
地
域
を
除
く
日
本
各
地
に
分
布
す
る
が
、
い
ず
れ
の
藩
に
も
共
通
の
性
格
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
加
納
藩
（
三
万
二
、
○
○
○
石
）
、
彦
根
藩
（
二
五
万
石
）
、
篠
山
藩
（
五
万
石
）
、
小
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
こ
と

藩
（
一
五
万
石
）
の
四
藩
は
旧
譜
代
藩
で
あ
る
。
加
納
藩
主
、
永
井
尚
服
は
旧
幕
府
最
後
の
若
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

寄
お
よ
び
会
計
奉
行
で
あ
っ
て
、
鳥
羽
伏
見
戦
争
で
幕
府
側
に
参
戦
し
、
「
伏
見
二
て
御
亡
死
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
ゆ
き

と
い
う
噂
が
藩
内
に
流
布
し
た
の
で
あ
っ
た
。
笹
山
藩
の
網
主
、
青
山
忠
敏
は
一
八
六
三
（
文

久
三
）
年
八
月
一
八
日
の
政
変
で
二
条
城
警
備
に
あ
た
り
、
長
州
藩
士
や
浪
士
を
捕
縄
し
、
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

野
の
変
で
鎮
圧
諸
藩
軍
に
参
加
し
、
翌
年
の
禁
門
の
変
で
も
長
州
軍
と
戦
っ
た
。
旧
藩
は
京
都

の
後
背
部
の
譜
代
藩
と
し
て
重
き
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
彦
根
藩
と
小
倉
藩
の
幕
末
史
に
お
け

る
活
動
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
述
べ
な
い
。
こ
の
四
つ
の
譜
代
藩
は
い
ず
れ
も
典
型
的
な
旧

佐
幕
派
譜
代
藩
で
あ
っ
た
。
一
方
、
加
賀
藩
（
一
〇
二
万
石
門
）
と
平
戸
藩
（
六
万
石
余
）
は
外
様

藩
で
あ
る
。
加
賀
藩
は
幕
末
に
尊
撰
派
を
弾
圧
し
、
鳥
羽
伏
見
戦
争
で
も
幕
府
側
に
参
戦
す
る

　
　
　
　
　
　
　
③

動
き
を
現
実
に
見
せ
た
。
平
戸
藩
は
佐
幕
派
で
は
な
か
っ
た
が
、
新
政
府
側
に
つ
い
た
の
は
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

羽
伏
見
戦
争
後
で
あ
り
、
九
州
諸
藩
の
な
か
で
は
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
。
祝
祭
を
布
告
ま
た
は

実
施
し
た
六
つ
の
藩
は
い
ず
れ
も
こ
の
時
期
、
劣
悪
な
政
治
的
位
置
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
い
ち
早
く
天
皇
誕
生
陰
の
祝
祭
と
係
り
を
持
っ
た
共
通
の
要
因
だ
と
思
わ
れ
る
。
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
維
新
政
府
の
種
々
の
新
政
策
に
も
っ
と
も
早
い
反
応
を
示
し
た
の
は
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
⑤

な
藩
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
藩
が
自
ら
積
極
的
か
つ
主
体
的
に
天
皇
誕
生
日
の
庶
民
の
祝
祭
の

実
現
に
動
く
と
い
う
こ
と
が
は
た
し
て
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
表
の
よ
う
に
彦
根
藩
、
篠
山
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藩
、
平
戸
藩
に
つ
い
て
は
庶
民
の
祝
祭
と
の
係
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
残
る
三
藩
の
う
ち
、
小
倉
藩
で
は
祝
祭
の
布
告
が
出
さ
れ
た
だ
け
で
あ

る
。
加
賀
藩
で
は
町
村
の
休
日
が
布
達
さ
れ
た
が
、
庶
民
の
休
日
が
実
現
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
加
納
藩
で
は
休
日
が
実
行
さ
れ
た
。

こ
の
三
藩
の
場
合
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
小
倉
藩
の
御
用
商
人
で
藩
の
財
務
役
に
取
り
立
て
ら
れ
た
中
原
嘉
左
右
の
日
記
、
『
中
原
嘉
左
右
日
記
』
に
は
九
月
一
九
日
条
に
左
の
よ
う

な
藩
の
書
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

九
月
二
十
二
日
は
聖
上
御
誕
辰
相
当
二
付
、
此
辰
ヲ
以
、
群
臣
二
瀦
宴
を
賜
ひ
、
天
長
節
御
執
行
相
成
、
天
下
之
刑
薦
被
差
響
候
、
偏
二
衆
庶
、

福
を
悉
被
遊
候
思
食
二
候
間
、
於
庶
民
も
一
同
御
嘉
節
を
奉
祝
候
様
被
溜
出
候
事

　
　
八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
政
官

看
今
度
、
従
朝
廷
被
仰
出
之
候
御
書
付
之
趣
、
可
相
心
得
も
の
也

　
辰
九
月
十
九
日

上
御
慶

　
こ
れ
は
八
月
二
六
陰
の
行
政
官
布
告
を
小
倉
藩
領
内
に
示
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
付
を
詳
し
く
み
る
と
、
行
政
官
布
告
本
文
に
修
正
が
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
毎
年
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
の
も
気
に
な
る
が
、
行
政
官
布
告
の
「
衆
庶
ト
御
慶
福
を
共
二
被
遊
士
思
召
」

が
「
衆
庶
、
上
御
慶
福
を
悉
粛
軍
候
思
食
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
点
は
意
図
的
で
あ
ろ
う
。
天
皇
が
衆
庶
と
祝
祭
を
と
も
に
行
う
と
い
う
、
天

皇
と
庶
民
と
の
疑
似
共
同
体
の
観
念
が
、
庶
民
が
祝
祭
を
下
か
ら
祝
う
と
い
う
支
配
の
観
念
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
修
正
は
小
倉
藩
当
局

が
天
皇
と
庶
民
の
疑
似
共
同
体
的
観
念
に
異
和
感
を
持
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
武
士
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
観
念
で
あ
ろ
う
と
も
、

あ
か
ら
さ
ま
な
上
と
下
の
支
醍
の
観
念
こ
そ
が
親
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
疑
似
共
同
体
的
な
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
未
定
着
で
あ
っ

た
状
況
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
詳
細
な
記
事
を
持
つ
『
中
原
嘉
左
右
日
記
』
の
九
月
二
二
日
条
に
天
皇
誕
生
日
の
記
事
は
皆
無

で
あ
る
。

　
加
賀
藩
で
は
庶
民
に
た
い
し
て
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…
…
諸
郡
・
諸
町
は
一
統
可
為
休
日
候

　
　
　
　
⑦

と
示
達
さ
れ
、
三
内
の
全
阻
越
す
べ
て
休
日
と
指
示
が
出
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
な
い
。

　
美
濃
国
加
納
藩
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
の
様
相
に
つ
い
て
、
同
国
羽
島
郡
下
佐
波
村
の
世
襲
庄
屋
、
青
木
家
の
日
記
に
関
連
記
事
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
日
記
九
月
二
二
七
条
に
は
先
納
の
調
査
、
御
用
長
葱
救
米
な
ど
の
願
書
の
作
成
や
、
旦
羅
に
よ
る
土
蔵
の
修
理
な
ど
の
記
事
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

見
え
る
だ
け
で
あ
る
が
、
九
月
二
八
陰
条
に
注
目
さ
れ
る
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
サ

　
　
九
月
廿
八
日
雨
降
り
、
後
二
雨
止
ミ
候
、
今
夕
若
者
共
期
日
は
例
年
之
通
り
晦
園
外
て
洲
善
様
御
神
事
二
付
、
休
日
祭
礼
二
画
歴
共
、
廿
二
日
制
御
辰
誕

　
　
ヘ
　
　
ヨ

　
　
ニ
付
村
々
休
仕
候
問
、
何
卒
明
日
・
明
後
日
と
二
日
休
日
致
軽
爆
願
出
候
間
聞
済
遣
候
、
今
日
は
旦
見
方
休
ミ
候

　
「
御
辰
誕
」
当
日
は
村
々
が
休
日
を
実
施
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
若
者
ど
も
が
い
わ
ゆ
る
「
願
い
遊
び
日
」
を
村
役
人
に
要
求

し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
廿
二
日
二
御
田
誕
脚
付
幽
々
休
仕
候
間
、
何
卒
明
日
（
二
九
日
）
明
後
日
（
三
〇
臼
）
と
二
日
休
日
摯
実
由

願
出
候
」
と
い
う
若
者
ど
も
の
要
求
の
趣
旨
は
一
見
、
不
含
理
で
あ
り
、
理
解
し
が
た
い
。
検
討
し
て
み
る
と
、
三
〇
日
は
芝
原
宮
の
神
事
の

当
日
で
あ
る
か
ら
「
休
日
祭
礼
」
は
既
定
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
は
要
求
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
九
月
三
〇
日
条
に
「
今
日
は
洲
星
宮

御
神
事
焦
付
村
内
祭
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
、
九
月
の
末
日
が
祭
礼
β
と
す
で
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。
若
者
ど
も
が
問
題
と
し
た
の
は
、

洲
原
宮
祭
礼
の
前
の
二
九
日
を
休
み
に
す
る
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
若
老
ど
も
は
九
月
二
二
日
が
天
皇
誕
生
日
で
休
日
と
な
っ
た
か

ら
（
「
村
隔
番
仕
候
間
、
何
卒
明
日
…
…
」
）
、
つ
ぎ
の
二
九
日
（
「
明
日
」
）
も
休
日
に
す
る
よ
う
に
願
い
出
て
村
役
人
も
こ
れ
を
認
め
た
訳
で
あ
る
。

問
題
は
休
日
が
あ
る
か
ら
次
の
休
日
を
要
求
す
る
と
い
う
、
若
者
ど
も
の
要
求
の
根
拠
に
あ
る
。
若
者
ど
も
の
要
求
は
不
可
解
と
し
か
い
え
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
前
年
、
ち
ょ
う
ど
九
月
二
九
日
（
一
八
六
七
年
九
月
は
小
の
月
）
の
洲
斎
宮
神
事
を
契
機
と
し
て
起
こ
っ
た
え
え
じ
ゃ
な
い
か

の
経
過
を
整
理
し
た
表
五
を
参
照
す
れ
ば
、
若
者
ど
も
の
要
求
の
根
拠
が
分
か
る
と
思
う
。
下
佐
波
村
の
「
御
札
祭
り
（
え
え
じ
ゃ
な
い
か
）
」
に

つ
い
て
、
伊
藤
忠
士
は
、

　
　
…
…
こ
の
下
佐
波
で
は
、
若
者
や
日
雇
い
た
ち
が
要
求
し
て
、
村
役
人
や
頭
百
姓
た
ち
に
休
日
を
み
と
め
さ
せ
…
…
夜
を
徹
し
て
飲
食
し
、
踊
り
や
そ
の
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一一?六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

衷5　1867年加納藩下佐波村のええじゃないか

り，頓原宮神事

り，休N。

休日，若者ども御札降りにつき明日休日要求，了承。　
　
。
垢

降
降
り
降
ど
降

も，御札降りにつき，明日・明後日2日間遊び日要求，了承。

りにっき八幡宮村中祭礼，休日。

ども，今日休日要求，了承。子供・若者のおどり，にわか。

札
札
祭
札
者
札
上
者

御
御
内
御
若
御
同
若

9月29日

10月1日

10月2日

1G月3日

工0月7E

10月8日

10月9目

10月10H

出典）　岐阜大学教育学部r郷±資料』11，同学部1980年忌

　
　
他
の
諸
芸
に
興
じ
た
。
そ
の
場
合
、
そ
の
休
日
や
祭
り
の
日
・
時
な
ど
を
柑
と
し
て
と
り
き
め
た
う
え
で
お
こ

　
　
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
⑨

と
述
べ
て
い
た
。
下
佐
波
村
の
御
札
祭
り
の
休
日
要
求
を
一
層
、
詳
し
く
み
る
と
、
表
五
の
九
月
二
九
日

の
要
求
は
休
日
祭
礼
の
当
日
に
翌
日
の
休
日
の
追
加
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
一
〇
月
一
〇
日
の
休
日
要

求
も
前
二
日
の
休
日
の
延
長
を
申
し
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
に
、
若
者
ど
も
は
一
八
六
七
年
、
休
日
が
あ
る
か
ら
さ
ら
に
次
の
休
日
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
え

え
じ
ゃ
な
い
か
と
は
一
面
か
ら
い
え
ば
そ
の
よ
う
な
遊
び
日
の
運
鎖
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ふ
た

た
び
一
八
六
八
年
九
月
、
下
佐
波
村
の
若
者
ど
も
は
天
皇
誕
生
日
の
休
日
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
長
崎
市

街
の
町
民
た
ち
と
同
様
に
え
え
じ
ゃ
な
い
か
に
類
似
し
た
状
況
を
誘
発
し
か
か
っ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
京
都
府
布
告
や
東
京
府
布
告
の
消
極
姿
勢
も
右
の
よ
う
な
え
え
じ
ゃ
な
い
か
へ
向
う
動
向
を
背
景
と
し

て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
前
述
の
よ
う
に
東
京
の
両
替
商
中
井
家
が
天
皇
誕
生
日
の
休

日
祭
礼
を
店
に
導
入
す
る
の
が
、
五
節
句
の
廃
止
さ
れ
た
一
八
七
三
年
で
あ
る
事
実
は
興
味
深
い
。
中
井

家
は
五
節
句
廃
止
を
さ
っ
そ
く
導
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
、
遊
び
臼
が
一
般
に
増
大
傾
向
に
あ

　
　
　
⑪

つ
た
事
実
1
「
願
い
遊
び
臼
」
や
「
不
時
遊
び
日
」
の
流
行
i
を
考
え
あ
わ
せ
る
時
、
維
新
期
に
天

皇
誕
生
日
の
祝
祭
の
新
設
が
商
家
や
豪
農
に
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
…
一

八
六
八
年
、
下
佐
波
村
の
青
木
家
が
、
九
月
二
二
日
に
「
村
々
休
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
彼
自
身

も
彼
が
使
っ
て
い
た
旦
羅
も
休
日
に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
一
。
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭

は
そ
れ
自
体
、
新
定
の
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
休
日
な
の
で
あ
り
、
祝
祭
が
誘
発
す
る
え
え
じ
ゃ
な
い
か
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類
似
の
状
況
は
休
日
の
一
層
の
増
加
に
他
な
ら
な
い
。
妾
然
そ
れ
は
商
家
や
豪
農
の
好
ま
ぬ
事
柄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
そ
の
他
の
藩
に
つ
い
て
『
吉
照
藩
日
記
』
や
『
二
歩
日
記
』
（
長
州
藩
）
、
「
三
輪
田
米
山
日
記
」
（
松
山
藩
）
、
『
新
稿
一
橋
徳
川
家
記
』
な
ど
は

い
ず
れ
も
詳
し
い
記
載
を
持
つ
臼
記
で
あ
る
が
、
天
皇
誕
生
日
を
記
し
て
い
な
い
。
官
軍
の
中
心
と
な
っ
た
長
州
藩
で
も
記
事
は
見
当
ら
な
い

の
で
あ
る
。
伊
予
国
大
洲
雲
も
い
わ
ゆ
る
勤
王
藩
で
あ
っ
て
、
藩
主
加
藤
泰
秋
は
当
時
、
天
皇
東
幸
の
前
衛
と
し
て
勝
兵
と
と
も
に
供
奉
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
た
。
同
藩
領
伊
予
郡
上
野
村
（
現
伊
予
市
）
の
「
戊
辰
歳
御
触
湿
性
」
に
は
八
月
二
六
日
の
行
政
官
の
天
長
節
布
告
が
写
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
は
天
墓
誕
生
日
の
五
日
後
の
二
七
日
に
藩
庁
か
ら
村
方
へ
廻
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

秩
父
郡
実
勢
の
『
田
叢
書
日
記
』
羅
新
政
府
直
轄
の
黒
金
の
も
の
で
あ
る
が
・
天
六
八
年
遅
天
皇
誕
告
を
記
し
て
い
な
晦
・

吉
田
跡
の
神
官
を
務
め
て
い
た
田
中
は
こ
の
頃
、
横
浜
の
「
藻
塩
草
」
を
借
覧
し
、
「
江
城
日
記
」
や
「
鎮
台
B
誌
」
を
購
入
し
て
新
時
代
に

備
え
て
い
る
が
、
天
皇
誕
生
日
に
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。
翌
六
九
年
九
月
二
〇
日
の
条
に
岩
鼻
県
の
触
書
を
記
し
、
「
今
上
皇
帝
御
誕
辰
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
こ
ろ
に
「
タ
ン
シ
ャ
ウ
日
ノ
事
」
と
い
う
朱
書
を
加
え
て
い
る
。
麿
鼻
県
の
よ
う
な
政
府
直
轄
県
に
お
い
て
も
天
皇
誕
生
日
の
触
書
は
一
八

六
九
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
廻
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①
　
前
掲
『
下
佐
波
村
青
木
久
兵
衛
日
記
（
抄
）
（
一
）
』
三
一
頁
。

②
維
新
史
料
編
纂
会
『
維
新
史
』
二
巻
、
三
一
〇
頁
・
三
巻
、
六
一
四
頁
・
四

　
巻
、
六
〇
…
一
頁
な
ど
。

③
　
『
石
川
県
史
』
第
二
編
、
九
三
三
－
七
頁
、
一
九
三
九
年
。

④
　
藤
野
保
「
幕
末
の
藩
政
治
と
維
新
へ
の
対
応
形
態
」
、
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀

　
要
』
第
一
四
号
、
一
九
六
九
年
。

⑤
　
木
戸
孝
允
は
端
的
に
「
余
平
生
時
勢
を
想
察
す
る
に
、
王
政
｝
新
勲
功
の
諸
藩

　
却
て
今
日
に
不
宜
者
多
し
」
と
総
括
し
て
い
る
（
『
木
戸
孝
允
日
記
』
一
、
三
九

　
四
頁
）
。

⑥
『
中
原
嘉
左
右
日
記
』
一
、
二
六
二
頁
。

⑦
　
『
加
賀
藩
史
料
幕
末
篇
下
巻
』
、
九
二
七
頁
。

⑧
　
前
掲
『
下
佐
波
村
膏
木
久
兵
衛
日
記
（
抄
）
（
一
）
』
六
三
頁
。

⑨
伊
藤
忠
士
「
昆
衆
と
新
政
府
」
（
佐
々
木
潤
之
介
編
『
日
本
民
衆
の
歴
史
5

　
徴
直
し
』
三
〇
五
頁
、
一
九
七
四
年
、
三
省
堂
）
。

⑩
古
川
貞
雄
は
、
伊
藤
や
高
木
俊
輔
『
え
え
じ
ゃ
な
い
か
』
（
教
育
娃
歴
史
新
書
、

　
　
九
七
九
年
）
に
依
拠
し
て
、
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
、
ま

　
さ
し
く
願
い
遊
び
日
・
不
晦
遊
び
日
と
し
て
実
現
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
（
前

　
掲
懸
口
、
　
二
七
山
公
貝
）
。

＠
　
古
川
、
前
掲
書
、
九
三
頁
な
ど
。

⑫
『
吉
田
藩
日
記
・
鎧
橋
市
史
々
料
叢
書
憲
一
九
八
○
年
。
『
山
陽
町
史
資
料

　
篇
』
下
巻
、
一
九
七
七
年
。
『
松
山
市
史
料
集
　
第
八
巻
　
近
世
編
七
臨
～
九
八

　
四
［
年
。
　
『
新
稿
一
繍
備
庫
偲
絹
川
家
”
記
』
　
一
工
乃
八
～
一
一
年
。
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⑬
伊
予
国
俳
予
郡
上
野
村
玉
井
家
文
欝
慶
応
瞬
年
御
触
状
写
、
国
立
史
料
館
所

　
蔵
。

⑭
大
村
進
・
小
林
弍
郎
・
小
池
僧
一
編
『
田
中
千
弥
日
記
』
四
四
…
五
頁
、
一
九

七
七
年
。

⑮
同
右
、
六
六
頁
。

七
　
展
望
－
む
す
び
に
か
え
て

一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
検
討
し
た
よ
う
に
、
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
、
天
皇
の
祭
祀
の
な
か
で
も
特
別
に
私
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
か
ら
圏
民
統
含
と
係
わ
る
独

自
の
展
開
を
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
部
で
は
あ
っ
た
が
、
官
府
や
庶
民
の
祝
祭
と
し
て
実
現
し
た
。
官
府
の
祝
祭
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
の
は
神
奈
川
県
、
長
崎
府
と
、
旧
佐
幕
派
譜
代
藩
の
篠
山
藩
、
そ
し
て
二
つ
の
旧
あ
い
ま
い
外
様
藩
、
加
賀
藩
と
平
戸
藩
で

あ
っ
た
。
庶
民
の
祝
祭
と
し
て
は
、
神
奈
川
県
で
村
役
人
を
招
集
し
て
酒
代
を
下
賜
す
る
と
い
う
抑
制
さ
れ
た
形
で
実
施
さ
れ
、
長
崎
府
で
長

崎
市
中
一
帯
の
俄
踊
り
と
し
て
盛
大
に
実
現
し
、
加
納
藩
と
い
う
旧
佐
幕
派
譜
代
藩
の
村
で
若
者
ど
も
の
休
日
要
求
の
拡
大
と
い
う
形
で
展
開

し
た
1
加
賀
藩
の
藩
内
休
日
の
内
容
は
不
明
1
。
以
上
の
事
実
に
よ
っ
て
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
成
立
の
歴
史
的
意
味
を
お
お
よ
そ
は
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
旧
佐
幕
派
譜
代
藩
や
旧
あ
い
ま
い
外
様
藩
は
劣
悪
な
政
治
的
位
置
以
外
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
を
布
告
す

る
理
由
は
な
い
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
外
的
な
圧
力
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
小
前
の
農
町
民
が
規
制
を
越
え
た
祝
祭
へ
と
向
う

こ
と
、
豪
農
商
が
新
定
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
を
歓
迎
し
な
か
っ
た
こ
と
、
京
都
府
、
東
京
府
そ
の
他
の
無
畜
県
と
も
祝
祭
に
消
極
的
で
あ
っ

た
こ
と
は
前
述
し
た
。
国
内
統
治
の
闇
題
か
ら
み
れ
ば
一
八
六
八
年
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
の
実
施
が
後
年
の
よ
う
に
切
実
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
問
題
は
、
や
は
り
横
浜
と
長
崎
と
い
う
二
つ
の
開
港
場
の
祝
祭
に
あ
る
の
で
あ
る
。
横
浜
の
祝
祭
は
イ
ギ
リ

ス
公
使
館
と
横
浜
裁
判
所
で
実
施
さ
れ
、
長
楽
の
祝
祭
は
各
国
外
交
官
ら
を
招
待
し
た
福
済
寺
の
祝
宴
と
、
市
内
全
域
の
俄
踊
り
と
し
て
実
現

し
た
。
横
浜
の
イ
ギ
リ
ス
陸
軍
駐
屯
兵
の
観
兵
式
に
つ
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
維
新
政
府
の
欧
米
諸
国
に
た
い
す
る
強
い
協
調
路
線
の
一
環
と

し
て
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
が
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
二
つ
の
開
港
場
で
祝
祭
が
盛
大
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認

83　（395）



し
た
上
で
も
う
少
し
事
実
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
八
六
八
（
明
治
一
）
年
閏
四
月
二
日
に
、
大
坂
と
横
浜
、
長
崎
で
イ
ギ
リ
ス
女
王
誕
生
日
の
祝
典
が
行
わ
れ
た
。
大
坂
で
は
、
公
使
パ
ー
ク

ス
が
大
坂
に
親
征
し
て
い
た
天
皇
に
信
任
状
を
提
出
し
、
新
政
府
を
事
実
上
、
承
認
し
た
密
話
に
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
誕
生
日
を
一
日
繰

り
上
げ
て
実
施
さ
れ
た
。
日
本
政
府
首
脳
、
約
三
〇
名
が
天
保
山
沖
に
停
泊
し
た
七
隻
の
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
に
招
待
さ
れ
、
山
階
宮
は
、

　
　
日
本
の
諸
君
…
…
み
な
起
立
し
、
大
英
帝
国
の
女
王
が
ま
す
ま
す
ご
壮
健
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
な
み
な
み
と
酒
を
注
ぎ
た
ま
え
。
め
で
た
き
ご
誕

　
　
生
日
を
慶
賀
し
た
て
ま
つ
り
、
さ
あ
、
満
杯
を
飲
み
ほ
そ
う

　
　
　
　
　
　
②

と
あ
い
さ
つ
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
艦
隊
司
令
官
ケ
ッ
ペ
ル
提
督
も
そ
れ
に
こ
た
え
、
「
今
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
連
帯
関
係
が
い
か
に
緊
密
で
あ

る
か
に
つ
い
て
言
及
し
、
遠
か
ら
ず
日
本
が
こ
の
よ
う
に
海
外
列
強
と
固
く
結
ば
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
偏
と
い
う
趣
旨
の
演
説
を
す

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
。
横
浜
と
長
崎
で
も
イ
ギ
リ
ス
女
王
の
誕
生
日
の
祝
賀
が
行
わ
れ
た
。
横
浜
の
祝
祭
に
つ
い
て
東
久
世
の
日
記
の
閏
四
月
二
日
の
条
は
、

　
　
英
女
王
誕
辰
二
付
、
十
二
字
祝
砲
廿
一
発
、
英
陸
軍
調
練

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
記
し
、
ま
た
横
浜
の
「
公
私
雑
報
」
第
八
号
（
閏
四
月
二
三
日
付
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
第
五
月
並
四
日
掛
郵
晒
四
は
、
我
英
国
女
王
殿
下
の
誕
辰
な
り
。
よ
っ
て
英
国
海
陸
軍
の
兵
士
等
は
残
ら
ず
盛
服
を
着
て
、
葬
礼
に
従
ひ
祝
を
な
し
、
日

　
　
方
に
正
午
に
当
る
暗
に
及
ん
で
、
一
斉
に
祝
砲
を
放
て
り
…
…
同
盟
各
国
の
公
使
等
は
尽
く
我
等
と
歓
び
を
同
ふ
し
て
、
正
に
自
国
の
礼
日
に
逢
へ
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
如
く
、
居
留
地
の
巨
商
等
は
戸
を
閉
ぢ
、
商
ひ
を
休
み
、
皆
祭
日
の
思
ひ
を
為
せ
り
。

　
イ
ギ
リ
ス
陸
海
軍
駐
屯
兵
の
調
練
、
廿
一
発
の
祝
砲
、
各
国
公
使
と
の
祝
宴
、
商
人
ら
居
留
入
民
の
休
日
の
実
施
と
、
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス

女
王
誕
生
日
の
祝
典
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
行
事
が
き
わ
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
『
神
奈
川
県
史
料
』
所
収
の
「
横
浜
裁
判
所
＃
海
関
休
β
ノ
義
報
知
」
に
よ
れ
ば
、
神
奈
川
県
は
五
月
二
六
日
に
各
国
領
事
に
裁
判
所
と
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

関
の
祝
日
を
報
知
し
て
い
る
。
両
者
の
祝
日
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
の
で
こ
こ
に
は
前
者
を
掲
げ
て
お
く
。
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一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
　
　
　
裁
判
房
祝
日
属
次

　
　
正
月
元
日
ヨ
リ
同
七
日
マ
テ

　
　
同
十
・
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
同
十
六
日

　
　
三
月
三
日
　
　
　
　
　
五
月
五
日

　
　
六
日
月
二
日
　
　
撒
慣
浜
祭
礼
　
　
七
日
月
七
日

　
　
七
月
十
三
日
ヨ
リ
闘
凹
十
・
六
日
マ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
九
月
九
日
　
　
　
　
　
　
同
廿
三
日

　
　
十
二
月
晦
日

　
　
毎
月
朔
日
　
　
　
　
　
十
五
日

　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
り

　
　
　
右
ノ
外
泰
西
第
一
月
一
日
及
日
曜
日
井
キ
リ
ス
ト
マ
ス
休
日
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
正
月
、
盆
、
五
節
句
と
六
月
二
暇
の
横
浜
祭
礼
（
洲
干
弁
天
祭
）
な
ど
は
す
べ
て
伝
統
的
な
祝
祭
で
あ
る
。
九
月
二
三
霞
の
祝
日
は
「
海
関
祝

日
尉
官
」
で
九
月
二
二
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
裁
判
所
祝
日
目
次
」
の
誤
り
で
あ
っ
て
、
天
皇
誕
生
日
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
横
浜

で
は
五
月
下
旬
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
日
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
五
節
で
見
た
よ
う
に
長
崎
府
の
独
自
性
に
富
ん
だ
布
告
も
五
月
に

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
天
皇
誕
生
日
の
布
告
は
横
浜
と
長
崎
の
五
月
を
初
見
と
す
る
。
右
の
横
浜
裁
判
所
の
休
日
に
西
暦
の
一

月
一
日
や
日
曜
日
、
さ
ら
に
は
ク
リ
ス
マ
ス
が
見
え
る
の
も
こ
の
時
期
の
神
奈
川
府
妾
局
が
い
か
に
欧
・
米
列
強
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
か
を
示

す
も
の
と
思
う
。
横
浜
と
長
崎
、
こ
こ
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
設
置
の
原
点
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
自
然
だ
と
思
う
。
欧
米
の
「
万
国
帝
王
ヲ

祝
ス
ル
通
例
ノ
礼
儀
」
（
パ
ー
ク
ス
提
案
）
を
め
ざ
し
た
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
維
新
政
府
の
強
い
協
調
路
線
の
所
産
と
い
う
性
格
が
有
力
な
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
維
新
政
府
の
現
実
の
国
内
統
合
（
諸
藩
連
合
体
）
の
範
圏
を
越
え
た
、
実
態
か
ら
乖
離
し
た
祝
祭
が
布
告
さ
れ
、
部
分

的
に
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
下
か
ら
内
発
的
に
登
場
し
た
の
で
は
な
い
天
皇
誕
生
臼
の
祝
祭
を
庶
民
の
伝
統
的
な
祭
り
と
接
合
し

た
場
合
、
「
遊
び
日
」
の
誘
発
を
招
き
、
え
え
じ
ゃ
な
い
か
に
類
似
し
た
状
況
が
発
生
す
る
の
で
あ
っ
た
。
小
前
の
農
町
民
ら
は
騒
擾
の
状
況
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を
背
景
と
し
て
規
制
を
越
え
る
動
き
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
一
八
七
〇
年
、
豊
津
藩
（
旧
小
倉
藩
）
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
に
つ
い
て
『
中
原
嘉
左
右
日
記
』
九
月
二
二
日
条
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
て
脱
力
）

　
　
一
　
天
朝
御
誕
日
、
且
、
豊
熱
二
付
、
生
立
社
二
お
い
角
力
、
艸
、
錦
町
町
家
俄
、
被
導
出
候
事

　
　
　
　
但
、
俄
被
仰
出
候
得
共
、
町
家
米
価
高
直
之
跡
二
蒲
難
渋
豊
凶
、
俄
仕
出
人
言
之
、
役
掛
り
之
も
の
丈
、
社
参
い
た
し
候
事

　
豊
津
藩
が
祝
祭
行
事
と
し
て
角
力
と
俄
踊
り
を
指
示
し
た
の
に
た
い
し
て
、
町
方
は
米
価
高
値
、
町
方
難
渋
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
俄
踊

り
な
ど
を
取
り
や
め
て
町
役
人
だ
け
が
社
参
を
行
っ
た
。
豊
津
藩
の
指
示
は
こ
の
年
、
維
新
政
府
が
庶
民
の
祝
祭
を
「
未
タ
末
々
迄
御
旨
意
貫

徹
不
致
向
モ
有
之
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
祝
祭
の
実
施
を
布
告
し
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
米
価
高
値
が
町
民
総
体
の
難
渋
を
結
果
す

る
訳
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
小
前
の
町
民
を
難
渋
さ
せ
、
町
方
騒
擾
の
状
況
を
生
み
出
す
。
し
た
が
っ
て
町
役
人
が
俄
踊
り
を
中
止
し

て
彼
ら
だ
け
の
社
参
に
と
ど
め
た
と
い
う
経
過
も
、
こ
の
よ
う
な
町
方
騒
擾
の
状
況
と
、
そ
の
脅
威
を
背
景
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
思

う
。
ま
た
同
じ
一
八
七
〇
年
、
京
都
府
が
庶
民
の
祝
祭
の
実
施
を
強
く
求
め
た
同
じ
政
府
の
布
告
に
抵
抗
し
、
府
内
へ
の
布
告
を
拒
否
し
て
い

　
　
⑨

る
の
も
注
囲
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
を
伝
統
社
会
の
庶
斑
の
祭
り
に
接
合
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
不
可
能
な
こ
と
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
の
一
八
六
九
年
以
後
の
展
開
は
本
稿
の
課
題
の
外
に
あ
る
が
、
ひ
と
つ
の
展
望
を
出
し
て
お
き
た
い
。
右
に
も
少
し
触

れ
た
よ
う
に
維
新
政
府
は
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
、
お
よ
び
庶
民
の
祝
祭
を
、
一
八
六
八
年
の
実
情
は
本
稿
で
見
た
よ
う
に
惨
腹
た
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
後
も
け
っ
し
て
撤
回
し
な
か
っ
た
。
太
政
官
は
一
八
七
〇
年
に
は
前
述
の
よ
う
に
庶
民
の
祝
祭
を
改
め
て
強
く
指
示
し
た
。
天

皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
国
内
に
普
遍
化
さ
せ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
国
際
関
係
に
強
く
規
定
さ
れ
た
政
策
を
い
か
に
し
て
も
追
求
す
る
こ
と
は
、

別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
国
内
統
合
の
現
実
（
諸
藩
連
合
体
）
か
ら
乖
離
し
た
脆
弱
な
中
央
政
府
、
維
新
政
府
に
と
っ
て
権
力
を
維
持
す
る
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
後
進
国
型
権
力
の
特
質
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
天
皇
誕
生
日
の
庶
民
の
祝
祭
（
1
1
統
合
）
を
め
ぐ
っ

て
維
新
政
府
に
は
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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一八穴八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

　
東
京
開
市
（
一
八
六
八
年
＝
月
）
と
関
連
す
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
品
川
県
と
東
京
府
は
一
八
六
九
年
と
七
〇
年
に
天
皇
誕
生
日
に
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
独
自
の
対
応
を
し
て
い
る
。
一
八
六
九
年
に
品
川
県
が
村
々
へ
出
し
た
布
告
は
次
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
来
廿
日
ハ
御
降
誕
之
吉
日
二
付
、
兼
而
難
有
報
恩
之
道
ヲ
わ
す
れ
さ
る
よ
ふ
厚
ク
相
心
得
可
誉
者
也
、
当
日
ヲ
以
、
一
ケ
年
之
休
暇
二
相
定
候
間
、
一
家

　
　
打
よ
り
各
祝
辞
仕
候
様
之
事

　
　
　
但
、
昏
眠
ハ
其
宿
世
々
之
神
社
江
参
拝
、
各
の
勧
心
三
業
之
冥
加
ヲ
祈
り
、
然
ル
後
、
小
前
銘
々
打
く
つ
ろ
ぎ
兼
々
骨
折
を
も
慰
メ
テ
家
ほ
ぎ
酒
ほ
ぎ

　
　
　
勝
手
た
る
へ
し
、
ほ
ぎ
と
ハ
祝
事

　
　
　
　
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
川
県

　
ニ
ケ
年
之
休
暇
」
や
「
黒
馬
を
も
慰
メ
テ
」
な
ど
の
文
言
に
、
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
を
伝
統
社
会
の
庶
民
の
「
遊
び
日
」
に
接
合
し
よ
う

と
い
う
品
川
県
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
布
告
は
一
八
六
八
年
の
長
崎
府
の
祝
祭
と
同
一
の
姿
勢
を
も

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
品
川
県
で
も
一
八
六
九
年
の
末
に
品
川
門
訴
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
一
揆
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
弾
圧
に
大
砲
が
繰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

り
出
さ
れ
る
な
ど
矛
盾
は
激
化
し
て
い
た
。
布
告
を
休
B
の
と
ら
え
方
に
注
意
し
て
読
む
と
、
「
一
ケ
年
之
休
暇
」
、
「
銘
々
打
く
つ
ろ
ぎ
」
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
兼
々
之
骨
析
を
も
慰
メ
」
と
い
う
あ
る
方
向
に
傾
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
晶
川
県
の
布
告
に
は
祭
り
の
共
同
性
が
醸
出
す
る
「
ハ
レ
」

の
高
揚
が
脱
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
布
告
の
な
か
で
祝
祭
は
　
「
一
家
打
よ
り
」
、
「
家
ほ
ぎ
酒
ほ
ぎ
」
と
い
う
家
一
個
の
　
「
慰

メ
」
と
し
て
一
面
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
祭
り
の
共
同
性
と
、
そ
の
高
揚
の
側
面
が
消
去
さ
れ
て
お
り
、
か
く
て
は
祝
祭
を
伝
統
社
会
に
接

舎
す
る
意
味
も
消
極
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
一
八
六
九
年
と
い
う
矛
盾
の
激
化
し
た
年
に
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
を

伝
統
社
会
に
接
合
す
る
唯
一
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
一
方
、
一
八
七
〇
年
九
月
、
東
京
府
は
次
の
よ
う
な
伺
書
を
弁
官
に
提
出
し
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。

　
　
…
…
何
分
、
蜜
々
ノ
衆
眠
、
廉
立
撃
二
触
レ
候
儀
無
之
テ
ハ
御
旨
意
モ
相
分
愚
母
思
付
、
市
在
ノ
長
中
腰
三
皇
丈
ケ
ハ
当
日
御
祝
儀
、
礼
服
、
府
庁
へ
出

　
　
頭
為
致
存
候
、
就
テ
ハ
螢
高
下
、
格
別
ノ
訳
ヲ
以
、
右
年
寄
共
へ
官
員
二
准
シ
御
祝
酒
井
御
重
肴
二
色
下
賜
母
様
二
…
・
：
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セ
　
し
　
も
　
ゐ

　
東
京
府
は
市
在
の
年
寄
を
招
集
し
府
庁
内
で
祝
宴
を
開
催
し
た
。
こ
め
菓
京
府
の
祝
宴
は
名
主
た
ち
を
横
浜
の
裁
判
所
（
一
八
六
六
年
）
や
伊

勢
山
皇
太
神
宮
（
一
八
七
〇
年
）
に
呼
び
寄
せ
た
神
奈
川
県
の
方
式
の
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
と
も
官
府
の
な
か
1
伊
勢
山
皇

太
神
宮
も
創
建
さ
れ
た
官
社
（
神
奈
川
県
宗
社
）
i
の
閉
ざ
さ
れ
た
「
祝
祭
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
崎
府
や
加
納
藩
、
品
川
県
が
試
み
た

伝
統
祉
会
の
庶
民
の
祭
り
i
l
俄
踊
り
や
遊
び
日
－
に
接
合
す
る
方
向
を
ま
っ
た
く
持
っ
て
い
な
い
。
一
八
七
〇
年
の
菓
政
府
の
祝
祭
は
伝

統
社
会
の
祭
り
と
は
断
ち
切
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
近
代
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
一
八
六
八
年
の
長
崎
府
や
加
納
藩
、
一
八
六
九
年
前
品
川
県
の
方
式
で
は
な
く
、
一
八
六
八
年
と
七
〇
年
の

神
奈
川
県
、
お
よ
び
一
八
七
〇
年
の
東
京
府
の
方
式
と
し
て
定
着
す
る
道
を
と
る
の
で
あ
る
。
近
代
成
立
期
の
天
皇
誕
生
日
の
祝
祭
は
開
港
場

の
祝
祭
と
し
て
発
足
し
、
町
役
人
と
村
役
人
を
と
り
こ
ん
だ
官
府
の
祝
祭
と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
。
官
府
に
お
け
る
庶
民
の
祝
祭
（
一
統
合
）
は

根
の
浅
い
、
表
面
的
な
も
の
と
し
て
発
展
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
発
展
に
強
力
に
作
用
し
た
の
は
伝
統
社
会
の
庶
民
の
祭
り
一

俄
踊
り
や
え
え
じ
ゃ
な
い
か
の
動
向
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
み
た
よ
う
に
後
進
国
型
権
力
た
る
維
新
政
府
は
そ
の
現
実
的

な
能
力
を
越
え
か
け
た
ラ
ジ
カ
ル
な
統
合
政
策
の
展
開
に
あ
た
っ
て
、
伝
統
社
会
と
の
接
合
を
要
請
し
な
か
っ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
国
内
の

統
一
的
な
庶
民
の
祝
祭
を
命
じ
た
八
月
二
六
日
の
行
政
官
布
告
は
藩
府
泣
寝
に
お
い
て
庶
民
の
祝
休
日
を
命
じ
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
行
政
官
布
告
は
や
は
り
伝
統
社
会
の
祭
り
と
の
接
合
を
意
図
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
各
府
藩
県
は
行
政
官
の
指
示
に
た
い
し
て
、
効

力
を
事
実
上
、
消
去
し
た
布
告
を
出
し
（
京
都
府
）
、
た
ん
に
布
告
を
通
達
す
る
だ
け
に
と
ど
め
（
東
京
府
な
ど
）
、
あ
る
い
は
事
後
に
布
告
す
る

（
大
洲
藩
）
と
い
う
形
で
対
応
し
た
－
無
視
す
る
と
い
う
例
も
多
い
一
が
、
　
一
部
の
地
方
（
長
崎
府
や
下
佐
波
村
）
で
は
現
実
に
伝
統
的
祭
り

（
俄
踊
り
や
遊
び
日
）
と
接
合
す
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
た
。
そ
の
結
果
は
本
稿
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
総
じ
て
伝
統
社
会
の
庶
民
、
小
前
の

農
町
民
ら
は
為
政
者
の
か
か
る
要
請
に
融
合
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
対
立
し
て
暗
に
脅
威
と
な
り
、
あ
る
い
は
規
制
を
越
え

る
動
き
を
見
せ
、
こ
う
し
て
維
新
政
府
の
政
策
に
限
定
を
加
え
て
い
っ
た
訳
で
あ
る
。
か
く
て
維
新
政
府
は
伝
統
社
会
と
乖
離
し
た
ま
ま
で
祭

祀
の
全
国
的
展
開
（
1
1
統
合
）
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
維
新
政
府
の
統
合
政
策
の
模
索
の
鍵
と
な
る
場
が
横
浜
と
長
崎
と
い
う
開
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一八六八年の天皇誕生日の祝祭（井上）

港
場
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
京
都
や
東
京
な
ど
の
都
市
で
あ
る
こ
と
も
以
上
の
経
緯
か
ら
ほ
ぼ
予
測
さ
れ
る
事
柄
と
思
う
。

①
一
八
六
八
年
の
イ
ギ
リ
ス
女
釜
誕
生
録
の
祝
典
に
つ
い
て
次
の
資
料
が
あ
る
。

　
前
掲
、
サ
ト
ゥ
『
一
外
交
官
の
見
た
明
治
維
新
』
下
、
二
〇
〇
t
一
着
。
ヒ
ュ
i

　
・
コ
…
タ
ッ
ッ
イ
、
中
須
賀
哲
朗
訳
『
あ
る
英
國
外
交
官
の
明
治
維
新
（
ミ
ッ
ト

　
フ
ォ
ー
ド
の
回
想
）
隔
二
〇
一
一
三
頁
、
一
九
八
六
年
、
中
央
公
論
役
。
F
・
V
・

　
デ
ィ
キ
ン
ズ
、
高
梨
健
吉
訳
『
パ
ー
ク
ス
伝
』
九
四
頁
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、

　
一
九
八
四
年
。
萩
原
延
寿
「
遠
い
塵
」
八
二
八
－
九
回
、
朝
日
新
聞
桂
夕
刊
、
一

　
九
重
一
年
九
月
目
『
木
芦
孝
允
日
記
』
一
、
一
四
－
五
頁
な
ど
。

②
　
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
、
五
月
二
四
日
付
父
親
宛
書
翰
（
前
掲
『
あ
る
英
国
外
交
官

　
の
明
治
維
新
輪
二
〇
～
百
ハ
）
。

③
　
パ
ー
ク
ス
、
五
月
三
〇
日
付
ス
タ
ン
リ
ー
外
相
宛
報
告
書
（
同
門
、
二
〇
二

　
頁
）
。

④
第
｛
節
注
⑧
、
一
〇
〇
九
頁
。

⑤
　
『
神
奈
川
県
史
　
資
料
編
1
4
　
近
代
現
代
（
4
）
　
文
化
』
六
五
六
頁
。

⑥
『
神
奈
川
県
史
料
第
六
巻
隠
ゴ
＝
頁
。

⑦
『
横
浜
市
史
稿
』
風
俗
編
、
六
六
…
九
頁
。

⑧
『
中
原
嘉
左
右
β
記
』
二
、
三
七
一
頁
。

⑨
「
京
都
府
伺
書
留
守
宮
宛
」
、
公
文
録
。
「
今
般
二
女
令
し
去
て
ハ
却
て
例
年

　
之
迷
ひ
二
根
成
、
甚
九
融
然
」
と
い
う
の
が
表
向
き
の
理
由
。

⑩
拙
稿
「
豊
中
に
お
け
る
御
前
会
議
と
『
有
司
』
一
日
本
絶
対
主
義
形
成
の
特

　
質
に
つ
い
て
一
」
、
『
史
林
』
六
六
巻
五
号
、
一
九
八
三
年
。
「
工
賃
変
革
と
後

　
書
証
型
権
力
の
形
成
－
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
…
を
中
心
に
…
」
、
『
二
本
史
研

　
究
』
二
七
一
号
、
　
一
九
八
五
年
。
「
明
治
維
新
と
後
進
国
型
変
革
…
…
八
六
八

　
年
の
政
府
と
姻
家
一
」
、
『
B
本
史
研
究
』
二
八
九
号
、
一
九
入
六
年
参
照
。

⑪
大
田
区
史
編
さ
ん
委
員
会
・
北
原
進
編
『
大
田
区
史
（
資
料
編
）
加
藤
家
文
書

　
2
』
＝
九
頁
。

⑫
森
安
彦
「
明
治
初
年
、
東
京
周
辺
に
お
け
る
農
民
闘
争
一
品
用
社
倉
騒
動
を

　
中
心
に
ー
ー
」
（
佐
々
木
潤
之
介
編
『
村
方
騒
動
と
世
直
し
　
上
臨
、
一
九
七
二
年
、

　
青
木
書
店
）
。

⑬
「
東
京
府
伺
書
」
一
八
七
〇
年
九
月
一
二
日
「
公
文
録
」
東
京
府
之
部
。

（
北
海
避
大
学
文
学
部
助
教
授

）
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The　Waqfs　of　the　Ni4am　Family　in　Fourteenth

　　　　　　　　　　　　　　　　Century　Yazd

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IWATAK：E　Akio

　　In　early　fourteen仕しcentury　Yazd，　a　city　situated　in　the　cen廿al　part

of　Iran，　a　father　and　son　of　the　Ni多am　faln難y，　who　took　pride　in　their

sayyid　status，　were　endowed　with王arge　waqfs．　：From　archives　con一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワcemillg　these　waqfs，　titled　Ga－mi‘　al一⑳夢7耐，　the　multi－faceted　character　of

the　waqfs，　both　in　terms　of　property　and　oblects，　can　be　understood．

The　archives，　comp盤ed　at　the　command　of　the　son　in　April　of　1333，

give　much　infonnation　about　their　forty－four　waqfs，　but’ 奄氏@this　paper

the　endowed　institutions　in　particuiar　are　analyzed．　These　institu－

tions，　above　all　the　two　madrasas　named　after　the麦ather　and　son，

contributed　not　only　to　the　conditions　of　study　and　learning　in　Yazd，

but　to　the　social　life　as　a　whole．　It　can　be　con丘rmed　that　Yazd　reached

ahigh　cultural　leve1．　The　dock　tower　of　the　father，s　madrasa　was

symbolic．　While　the　two　madrasas　played　pivotal　roles　in　the　manage－

ment　of　the　waqfs，． 狽?ｅｙ　also　served　as　mausoleums　for　the　two　men．

Therefore，　it　can　safely　be　said　that　olle　essential　purpose　of　these

waqfs　was　to　perpetuate　the　people’s　respect　for　the皿ausoleums．

Celebration　of　the　Emperor’s　Birtnday　in　1868

　　　　　Adoption　of　a　Natioinal　Policy　during　the

　　　　　　　　　　Formative　Years　of　the　Modern　Period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　INouE　Katsuo

It　is　supposed　that　ceremonies　in　celebration　of　the　Emperor’s　birthday

（tentyosetsu天長節）were　held　in　imitation　of　Western　practices　of
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celebrating　the　birthdays　of　their　1〈ings．　Although　there　was　no　national

celebration　in　early　modern・Japan，　the　Ernperor’s　birthday　was　celebrated

privately　by　the　Emperor　and　court　ladies．　Soon　after　its　establishiinent，

the　Government　of　the　Restoration（lshinseifit維新政府）directed　that

the　Emperor’s　birthday　should　be　celebrated　nationally．　This　was　the

first　time　in　modern　Japan　that　it　had　been　decreed　that　the　occasion

should　be　celebrated　by　everyone．　However，　Kyoto　and　Tokyo　pre一

．fectureS　is＄uecl　statepa’ ?ｎｔｓ　in　opposition　to　the　decree　and　did　n．ot　hQld

any　cetetnonies．　On　the　other　hand，　in　Nagasaki　and　Yokohama，　ports

open　to　foreighi　trade；　there　were　grand　ceremQnies．　Additional．ly’in

some　han　（domains）　there　were　popular　ceremonies．　．Nevertheless，　ghe

’trend＄　of．　these　celebrations　were　influenced　by　ceremonies　’of　a　tradi－

tional　nature．　Certain　inclinations　can　be　found　in　the　manner　in　which

the　Emperor’s　birthday　was　celebrated　in　1868，　leadipg　to　its　becoming

an　important　ceremony　in　all　parts　of　Japan　in　later　yeqrs．　This　was

the　result　of　the　Government　of　the　Restoration’s　reeeptive　policies

’towards　Eg，rope　and　．America　and’　the　resulting　confrontation　with

traditional　society．

Les　r6formes　des　collhges　au　XVIIIg　sihcle

　　　　　　　　　et　le　Parlement　de　Paris

AMANo　Chieko

　　La　plupart　des　co116ges　sous　1’Aitcien　R6gime　6taient　administr6s　par

les　c．ongr6gations　religieuses，　surtout　par　les　」6suites，　dont　le　but　6tait

la　formation’de　chr6tiens　fid61es　et　sinc6res．　Mais　la　soci6t6　des　」6suites

fut　dissoute　par　le　Parlement　de　Paris，　son　ennemi　jur6．　Ce　fut　la

chute　de　1’enseigne皿ent　secon（iaire．　Le　Parlement　prit　la　responsabilit6

de　ie　reconstruire．　’　　Rolland　d’Erceville，　un　des　parlementaires　charg6s　de　ce　travail，

souligna　la　n6cessite　de　Y6ducation　nationale．　Elle　consiste　en：　10
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